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は
じ
め
に

森
鷗
外
（
一
八
六
二
〜
一
九
二
二
）
が
「
文
豪
」
と
称
さ
れ
て
久
し
い
。
ま
た
、
鷗
外

が
陸
軍
の
軍
医
で
あ
り
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
十
一
月
十
三
日
に
そ
の
極
官
で
あ

る
陸
軍
軍
医
総
監
及
び
陸
軍
省
医
務
局
長
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
も
、
比
較
的
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
一
方
、
鷗
外
が
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
十
二
月
二
十
五
日
に
宮
内
省
の
帝
室

博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
在
任
中
に
死
去
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
認
知
度
は
、

知
名
度
に
比
し
て
多
少
下
回
る
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
鷗
外
の
作
品
に
は
『
鷗
外
全
集
』
等
に
よ
っ
て
容
易
に
接
す
る
こ
と

が
で
き
る

）
（
（

。
ま
た
、
鷗
外
に
つ
い
て
は
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
等
の
施
設
が
あ
り

）
（
（

、
研

究
・
参
考
文
献
も
膨
大
な
量
に
の
ぼ
り

）
（
（

、
鷗
外
の
親
族
や
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
在

任
中
の
部
下
等
の
回
顧
も
あ
る

）
（
（

。
し
か
し
、
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
に
は
、
鷗
外
の
在
任

中
に
関
す
る
公
文
書
類
が
伝
わ
る
が
、
先
学
の
研
究
で
は
若
干
の
使
用
に
留
ま
る

）
5
（

。

こ
こ
で
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
任
命
さ
れ
た
日
の
鷗
外
に
目
を
向
け
る
と
、
彼

は
自
ら
の
漢
詩
の
師
で
あ
る
桂
湖
村
に
宛
て
た
書
翰
に
、「
已
脱
朝
衣
賦
遂
初
、
枕
前
何

料
落
除
書
、
石
渠
天
禄
優
閒
地
、
好
為
君
王
辟
蠹
魚
」
と
就
任
の
想
い
を
詠
っ
た
漢
詩
を

認
め
、
こ
れ
を
使
者
に
届
け
さ
せ
た

）
6
（

。
す
な
わ
ち
、
既
に
引
退
し
た
身
に
図
ら
ず
も
大
任

の
辞
令
を
受
け
た
感
慨
を
表
し
つ
つ
、
図
書
寮
を
漢
代
の
石
渠
閣
と
天
禄
閣
に
準
え
、

「
好
為
君
王
辟
蠹
魚
」
と
結
ん
で
皇
室
の
た
め
に
「
蠹
魚
」
を
取
り
去
ろ
う
と
、
図
書
頭

の
職
務
を
謙
遜
に
表
現
し
て
お
り

）
（
（

、
鷗
外
は
、
こ
れ
を
一
部
改
め
て
『
大
正
詩
文
』
大
正

七
年
二
月
号
に
寄
せ
た

）
（
（

。
ま
た
、
鷗
外
は
、
永
井
荷
風
に
宛
て
た
同
七
年
一
月
二
十
三
日

付
書
翰
の
中
で
、「
当
方
又
々
官
吏
と
相
成
、
今
回
は
一
時
全
く
筆
硯
絶
の
覚
悟
に
御
座

候
、
帝
国
文
学
に
出
す
も
の
は
歴
史
物
残
稾
に
御
座
候

）
（
（

」
と
、
文
筆
休
業
宣
言
の
如
き
覚

悟
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
並
々
な
ら
ぬ
決
意
の
も
と
に
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
と
し

て
遂
行
し
た
鷗
外
の
職
務
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
図
書
寮

関
係
の
公
文
書
等
に
は
、
未
開
拓
の
も
の
が
少
な
く
な
い

）
（1
（

。

小
稿
で
は
、
本
誌
の
余
白
を
借
り
て
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
資
料
の
中
か
ら
鷗
外
に
関
す

る
資
料
に
つ
い
て
図
書
頭
在
任
中
の
も
の
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
併
せ
て
帝
室
博
物
館
総

長
と
し
て
の
職
務
に
関
す
る
資
料
に
も
一
部
触
れ
る
が

）
（（
（

、
こ
れ
ら
は
優
に
一
書
を
成
す

テ
ー
マ
で
あ
り
、
網
羅
的
な
紹
介
及
び
考
察
は
他
日
を
期
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
、
森
鷗
外
の
図
書
頭
と
し
て
の
公
務
を
中
心
に
扱
う
た
め
、
原
則
と
し
て
鷗
外
で

図
書
頭
森
林
太
郎
（
鷗
外
）
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

─
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
資
料
を
中
心
と
し
て
─

沼

倉

延

幸
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は
な
く
本
名
の
「
森
林
太
郎
」
乃
至
「
森
」
と
称
し
て
叙
述
す
る
。

一　

森
林
太
郎
の
ド
イ
ツ
国
留
学
前
後
の
拝
謁

森
林
太
郎
は
、
明
治
十
七
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で
ド
イ
ツ
国
に
留
学
し
て
衛
生
学
を
修

め
る
と
共
に
、
こ
の
体
験
を
代
表
作
「
舞
姫
」
等
の
作
品
に
活
か
し
て
い
る

）
（1
（

。
森
は
、
出

国
に
先
立
ち
、
明
治
十
七
年
七
月
二
十
八
日
に
明
治
天
皇
に
拝
謁
し
、
賢
所
に
参
拝
し
た
。

森
に
と
っ
て
最
初
の
単
独
拝
謁
で
あ
り
、
自
ら
「
自
紀
材
料
」
に
「
聖
上
に
拝
謁
し
、
賢

所
に
参
拝
す
」
と
記
し
た

）
（1
（

。
こ
の
拝
謁
は
『
明
治
天
皇
紀
』
に
も
立
項
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。

こ
こ
で
、
式
部
職
「
拝
謁
参
拝
録
」
の
明
治
十
七
年
七
月
二
十
三
日
に
起
案
さ
れ
た
宮

内
大
輔
吉
井
友
実
の
決
裁
文
書
に
よ
り
、
森
の
拝
謁
が
決
定
し
た
文
書
を
紹
介
す
る
と

）
（1
（

、

二
等
軍
医
森
林
太
郎
儀
、
今
般
独
逸
国
へ
留
学
被
仰
付
候
ニ
付
、
来
ル
廿
八
日
午
前

十
時
拝
謁
等
被
仰
付
候
旨
去
ル
廿
一
日
付
ヲ
以
及
御
答
候
処
、
右
者
同
日
午
前
八
時

拝
謁
并
ニ
賢
所
参
拝
被
仰
付
候
旨
更
ニ
被
仰
出
候
間
、
本
人
へ
御
通
達
有
之
度
、
此

段
申
入
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
卿

陸
軍
卿

と
あ
り
、
宮
内
卿
伊
藤
博
文
か
ら
陸
軍
卿
西
郷
従
道
に
通
知
さ
れ
た
。
こ
の
「
拝
謁
参
拝

録
」
に
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
陸
軍
卿
か
ら
宮
内
卿
へ
の
本
件
の
照
会
、
宮
内

卿
か
ら
の
回
答
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
際
に
も
、
明
治
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
に
拝
謁
が
あ
っ

た
。
森
自
身
は
、「
聖
上
に
拝
謁
す
」
と
記
す
の
み
で
あ
る
が

）
（1
（

、
こ
の
と
き
は
森
単
独
で

は
な
く
、
海
外
か
ら
の
帰
朝
者
と
し
て
陸
軍
軍
医
監
石
黒
忠
悳
等
と
共
に
拝
謁
し
た

）
（1
（

。
森

の
帰
朝
後
の
拝
謁
に
関
し
て
、
侍
従
長
徳
大
寺
実
則
の
日
記

）
（1
（

に
は
、

廿
七
日
木
曜
参
朝
、
今
度
海
外
帰
朝
之
輩
陸
軍
々
医
監
石
黒
忠
悳
已
下
拝
謁
被
仰
付
、

と
略
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
拝
謁
も
、
当
日
の
詳
細
は
未
詳
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
、
明
治
期
か
ら
大
正
初
年
の
森
の
「
自
紀
材
料
」
を
含
む
日
記
に
は
、
拝
謁

や
陪
食
等
、
皇
室
や
宮
内
省
と
の
関
わ
り
を
示
す
記
載
が
散
見
さ
れ
る
。
宮
内
公
文
書
館

の
関
係
資
料
と
の
照
合
を
要
す
る
が
、
小
稿
で
は
省
略
に
従
う
。

二　

臨
時
宮
内
省
御
用
掛
就
任
と
勤
務

森
林
太
郎
は
、
大
正
二
年
二
月
五
日
に
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
に
就
任
し
て
お
り
、
そ
の

内
命
を
書
翰
に
「
宮
中
清
潔
法
ノ
監
視
ノ
如
キ
職
務
」
と
書
き
留
め

）
（1
（

、
弟
の
森
潤
三
郎
も

そ
の
職
務
の
大
要
を
著
作
に
記
し
て
い
る

）
11
（

。
こ
の
人
事
に
つ
い
て
は
、「
進
退
録

）
1（
（

」
に
関

係
文
書
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
関
連
し
て
森
の
推
挙
に
よ
り
陸
軍
二
等
軍
医
正
稲
葉
良
太

郎
が
臨
時
宮
中
衛
生
事
務
の
嘱
託
と
な
っ
た
人
事
も
「
進
退
録

）
11
（

」
に
見
ら
れ
る
。

森
の
「
大
正
二
年
日
記
」
に
は
、
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
の
就
任
経
緯
の
他
、
宮
中
や
御

用
邸
を
含
む
宮
内
省
関
連
施
設
等
の
視
察
や
衛
生
管
理
上
の
意
見
書
提
出
等
の
勤
務
ぶ
り

を
示
す
記
載
が
散
見
さ
れ
る
。
以
下
に
、
大
正
二
年
の
就
任
当
初
に
絞
っ
て
若
干
の
事
例

に
触
れ
て
お
く

）
11
（

。
森
が
就
任
し
た
二
月
五
日
の
「
侍
従
日
記

）
11
（

」
に
は
、
森
の
人
事
に
関
す

る
記
載
は
な
い
が
、
大
正
天
皇
が
昼
食
後
に
「
宮
城
御
内
儀
御
間
内
御
模
様
替
ニ
付
御
覧

ア
リ
タ
リ
」
と
あ
る
。
こ
の
模
様
替
と
森
が
着
手
す
る
宮
中
の
衛
生
に
関
す
る
職
務
と
の

関
係
は
未
詳
な
が
ら
、
森
は
二
十
一
日
に
「
午
後
一
時
宮
内
省
に
ゆ
き
、
御
座
所
等
を
拝

見
」
し
、
三
月
七
日
に
は
「
午
後
宮
中
を
巡
視
」
の
際
に
「
片
山
東
熊
と
宮
中
設
備
を
議

定
し
て
次
官
に
告
ぐ
」
等
を
日
記
に
記
す
。
そ
の
後
、
三
月
三
十
一
日
に
森
の
職
務
に
つ
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い
て
調
査
課
長
名
で
省
内
へ
の
照
会
が
あ
り

）
11
（

、
侍
従
長
宛
て
の
文
書
を
左
に
掲
げ
る
。

官
房
調
査
甲
第
一
四
八
号

宮
中
ノ
衛
生
ニ
関
シ
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
森
陸
軍
々
医
総
監
ヨ
リ
建
議
ノ
次
第
モ
有

之
、
宮
城
建
物
内
外
一
般
ノ
清
潔
方
法
調
査
中
ニ
有
之
候
処
、
御
主
管
ノ
範
囲
ニ
於

テ
洒
掃
ノ
方
法
及
執
行
者
並
巡
視
監
督
ノ
方
法
及
職
員
等
其
ノ
他
必
要
之
事
項
御
考

慮
ノ
上
意
見
御
回
報
相
煩
度
、
此
段
及
照
会
候
也
、

大
正
二
年
三
月
三
十
一
日

�

大
臣
官
房
調
査
課
長
栗
原
広
太　
　

侍
従
長
公
爵
鷹
司
煕
通
殿

こ
の
照
会
に
対
し
、
宮
内
省
内
で
如
何
な
る
意
見
等
が
纏
め
ら
れ
た
か
、
さ
ら
に
は
臨

時
宮
内
省
御
用
掛
と
し
て
の
衛
生
そ
の
他
の
働
き
や
成
果
に
つ
い
て
、
宮
内
公
文
書
館
所

蔵
資
料
の
中
に
具
体
的
な
情
報
を
集
積
し
た
文
書
は
管
見
に
入
っ
て
来
て
い
な
い

）
11
（

。

な
お
、
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
在
任
中
の
森
が
勅
語
や
令
旨
等
の
作
成
に
関
与
し
、
大
正

天
皇
と
は
詩
歌
で
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
、
公
文
書
類
で
具
体
的
な
こ

と
の
確
認
に
は
至
っ
て
い
な
い

）
11
（

。
ち
な
み
に
、
大
正
天
皇
の
即
位
礼
に
際
し
て
森
は
「
盛

儀
私
記
」
を
執
筆
し

）
11
（

、
手
許
に
「
御
大
礼
恩
賜
銀
杯
」
や
「
大
饗
招
状
」
が
残
さ
れ
た

）
11
（

。

三　

森
林
太
郎
の
図
書
頭
就
任
と
そ
の
職
務

（
一
）　

帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
就
任

森
林
太
郎
は
、
大
正
六
年
十
二
月
二
十
五
日
に
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
任
命
さ

れ
た

）
11
（

。
当
日
の
森
の
「
大
正
六
年
日
記
」
に
は
、
森
が
宮
内
省
で
辞
令
を
受
け
、
挨
拶
回

り
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
二
十
六
日
に
は
東
京
帝
室
博
物
館
と
図

書
寮
に
相
次
い
で
出
勤
し
た
。
森
は
、
以
後
、
月
水
金
曜
日
に
帝
室
博
物
館
に
、
火
木
土

曜
日
に
図
書
寮
に
出
勤
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
森
の
日
記
の
記
載
は

極
め
て
簡
略
で
あ
り
、
具
体
的
な
職
務
や
会
談
等
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
稀
と

言
え
る
。
参
考
ま
で
に
当
時
の
編
修
課
の
「
日
誌

）
1（
（

」
に
よ
り
、
森
の
図
書
頭
就
任
に
関
わ

る
記
載
を
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
十
二
月
二
十
五
日
条
に
は
、

一
、
山
口
寮
頭
免
官
ニ
付
、
寮
員
ヲ
上
局
ニ
集
メ
、
右
ノ
挨
拶
ヲ
為
セ
リ
、

と
前
任
者
の
山
口
鋭
之
助
の
退
任
が
記
さ
れ
、
二
十
六
日
条
か
ら
抽
出
す
る
と
、

一
、
寮
頭
已
下
出
頭
、

一
、
新
寮
頭
就
任
ノ
挨
拶
ア
リ
、

と
見
え
る
。
二
十
八
日
条
に
は
、

一
、�

午
后
一
時
一
同
上
局
ニ
参
集
、
寮
頭
ヨ
リ
挨
拶
ア
リ
、
了
テ
各
課
ヲ
廻
ル
、
仝

二
時
退
寮
、

と
あ
り
、
森
の
動
き
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）　

図
書
頭
の
職
務
の
大
要
─
大
正
十
年
を
事
例
と
し
て
─

ま
ず
、
森
林
太
郎
の
図
書
頭
在
任
中
に
お
け
る
図
書
寮
の
職
掌
に
つ
い
て
簡
略
に
整
理

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う

）
11
（

。
森
が
図
書
頭
に
就
任
し
た
時
点
で
の
「
宮
内
省
官
制

）
11
（

」
及
び

大
正
十
年
に
改
正
さ
れ
た
「
宮
内
省
官
制

）
11
（

」
の
規
程
が
あ
る
。
こ
う
し
た
官
制
に
基
づ
き
、

図
書
寮
が
掌
る
事
務
に
つ
い
て
課
・
掛
ご
と
に
担
っ
た
事
務
を
定
め
た
も
の
が
「
図
書
寮

事
務
分
掌
規
程
」
で
あ
り

）
11
（

、
森
の
図
書
頭
在
任
中
の
規
程
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
１
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
務
の
管
理
責
任
者
が
図
書
頭
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
森
の
所
管
事
項
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と
捉
え
ら
れ
る
。
現
在
、
図
書
寮
の
文
書
が
網
羅
的
に
残
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
森

が
決
裁
ま
た
は
立
案
し
た
案
件
の
大
要
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
図
書
頭
森
林
太
郎
の
職
務

内
容
の
解
明
に
向
け
て
一
歩
を
進
め
て
み
た
い
。

従
来
の
研
究
で
は
、『
鷗
外
全
集
』
に
収
め
ら
れ
た
森
の
日
記
「
委
蛇
録
」
と
書
翰
を

中
心
に
、
そ
の
在
任
中
の
『
官
報
』
や
新
聞
報
道
、
関
係
者
の
日
記
や
回
顧
等
が
用
い
ら

れ
、
森
の
動
向
が
追
究
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
小
稿
で
は
、
森
が
図
書
頭
と
し
て

決
裁
ま
た
は
立
案
し
た
案
件
と
日
記
等
の
資
料
と
を
照
合
・
通
覧
す
る
形
で
森
の
勤
務
状

況
を
整
理
し
、
表
２
を
作
成
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
森
が
在
任
し
た
四
年
半
に
携

わ
っ
た
案
件
全
体
に
つ
い
て
、
宮
内
公
文
書
館
等
が
所
蔵
す
る
当
時
の
公
文
書
類
を
網
羅

的
に
検
証
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
表
２
で
は
単
年
の
事
例
と
し
て
試
み
に
森
が
晩
年

に
職
務
を
全
う
し
た
大
正
十
年
を
採
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
図
書
頭
の
決
裁
・
立
案
関
係
文

書
と
し
て
検
討
の
対
象
と
し
た
文
書
は
、
表
２
の
凡
例
に
挙
げ
た
通
り
で
あ
る

）
11
（

。

表
２
の
範
囲
で
は
、
森
の
決
裁
ま
た
は
立
案
は
、
夏
季
を
除
き
、
長
い
日
数
に
亙
る
空

白
は
見
ら
れ
な
い
。
森
が
決
裁
ま
た
は
立
案
の
た
め
に
押
印
し
た
文
書
（
森
は
就
任
当
初

を
除
き
、
殆
ど
花
押

）
11
（

を
用
い
た
）
と
「
委
蛇
録
」
と
を
照
合
す
る
と
、
森
が
図
書
寮
に
出

勤
し
て
い
な
い
日
に
は
押
印
が
な
い
場
合
が
多
い
傾
向
に
あ
る
が
、
必
ず
し
も
出
勤
と
押

印
の
関
係
が
一
致
し
て
い
な
い
。
ま
た
、「
図
書
録
」
や
「
公
文
録
」
に
収
め
ら
れ
た
古

文
書
等
の
図
書
と
公
文
書
類
の
受
入
れ
や
貸
借
に
関
す
る
文
書
の
決
裁
が
、
宮
内
官
た
る

図
書
頭
の
日
常
的
な
職
務
の
中
で
も
中
核
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
と

り
わ
け
天
皇
皇
族
実
録
の
編
修
や
六
国
史
の
校
訂
事
業
に
伴
う
資
料
の
借
入
れ
に
関
す
る

事
務
量
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
図
書
寮
と
外
部
と
の
資
料
の
貸
借
関
係

等
、
異
な
る
視
角
で
の
分
析
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
い
わ
ゆ
る
宮
中
某
重
大
事
件
の

よ
う
な
事
案
に
森
が
如
何
様
に
関
わ
っ
た
の
か
を
明
示
す
る
公
文
書
類
は
管
見
に
な
い
。

（
三
）　

皇
統
譜
の
登
録

図
書
頭
の
職
掌
の
一
つ
に
皇
統
譜
の
登
録
が
あ
り
、
森
林
太
郎
も
毎
年
数
件
の
登
録
を

行
っ
た
。
森
の
在
任
中
、
皇
統
譜
登
録
の
事
由
は
、
皇
族
の
誕
生
・
結
婚
・
薨
去
の
他
、

皇
太
子
裕
仁
親
王
の
成
年
式
や
摂
政
就
任
が
あ
っ
た
。
森
が
最
初
に
登
録
し
た
案
件
は
、

大
正
七
年
に
行
わ
れ
た
伏
見
宮
恭
子
女
王
の
帰
嫁
の
件
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
大
正
天
皇
の
「
皇
統
譜
」
に
森
が
自
筆
で
登
録
し
た
箇
所
を
採
り
上
げ

る
と

）
11
（

、
大
正
八
年
六
月
十
九
日
登
録
の
皇
太
子
の
成
年
式
、
同
十
一
年
四
月
八
日
登
録
の

摂
政
設
置
と
皇
太
子
の
摂
政
就
任
の
各
件
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
皇
太
子
の
両
件
に
つ
い
て

森
が
自
ら
記
入
し
た
「
皇
統
譜
」（
正
本
）
の
本
文
及
び
登
録
の
記
録
は
、【
図
版
Ａ
】
に

掲
げ
た
の
で
、
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
関
連
し
て
成
年
式
の
登
録
に
関
す
る
決
裁
文
書

（
図
書
頭
立
案
、
宮
内
大
臣
決
裁
）
の
本
文
を
引
用
す
る
と

）
11
（

、

皇
太
子
殿
下
成
年
式
ヲ
被
為
行
タ
ル
ニ
付
皇
統
譜
ニ
登
録
ノ
件

大
正
八
年
五
月
七
日
皇
太
子
裕
仁
親
王
殿
下
ノ
成
年
式
ヲ
被
為
行
タ
ル
ニ
付
、
左
案

ヲ
以
テ
皇
統
譜
ニ
登
録
可
相
成
哉
、

　
　
　
　
　
　

登
録
事
項
案

　
　
　
　

大
正
八
年
五
月
七
日
成
年
式

大
正
八
年
五
月
七
日
成
年
式
ノ
事
項
ハ
、
宮
内
大
臣
ノ
面
前
ニ
於
テ
之
ヲ
登
録
ス
、

大
正
八
年
「（

異
筆
）

六
」
月
「（

異
筆
）

拾
九
」
日　
　

図
書
頭
医
学
博
士
文
学
博
士
森
林
太
郎

と
記
さ
れ
て
お
り
、
決
裁
欄
の
欄
外
に
、

「（
欄
外
頭
書
、朱
書
）

登
録
済　
　
　

（
花
押
）

副
本
登
録
済　
　
　
　

」

（
森
林
太
郎
花
押
）
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と
あ
る
（【
図
版
Ｂ
】
参
照
）。
こ
う
し
た
登
録
事
項
の
立
案
・
決
裁
時
点
で
は
、
登
録
事

項
案
の
年
月
日
の
う
ち
月
や
日
が
空
欄
の
ま
ま
決
裁
が
行
わ
れ
、
登
録
当
日
に
図
書
頭
の

職
責
で
登
録
事
項
案
の
月
日
が
書
き
込
ま
れ
る
通
例
で
あ
り
、
右
の
引
用
文
書
も
六
月
五

日
の
立
案
、
六
日
の
決
裁
時
点
で
空
欄
で
あ
っ
た
登
録
年
月
日
の
月
日
に
、
森
が
「
六
」

と
「
拾
九
」
と
記
入
し
た
。
こ
れ
を
経
て
、
決
裁
文
書
の
欄
外
の
「
登
録
済
」
及
び
「
副

本
登
録
済
」
に
森
が
図
書
頭
と
し
て
花
押
を
記
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）　

編
纂
業
務

ま
ず
、「
御
歴
代
ノ
代
数
及
御
年
紀
等
ニ
関
ス
ル
取
調
書
」
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
、
森
林
太
郎
が
図
書
頭
に
就
任
し
た
時
点
で
の
図
書
寮
の
課
題
業
務
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
の
う
ち
、「
御
歴
代
ノ
代
数
及
御
年
紀
等
ニ
関

ス
ル
取
調
書
大
臣
ヘ
提
出
ノ
件
」
は
立
案
・
決
裁
が
共
に
大
正
七
年
一
月
十
五
日
で
あ
り
、

決
裁
欄
に
森
が
「
林
太
郎
」
と
刻
さ
れ
た
印
章
を
押
し
て
い
る

）
11
（

。
左
に
、
そ
の
本
文
を
引

用
す
る
。

御
歴
代
ノ
代
数
及
御
年
紀
等
ニ
関
ス
ル
取
調
書
提
出
ノ
件

一
昨
大
正
五
年
十
二
月
五
日
皇
統
譜
料
調
査
委
員
会
設
置
ノ
儀
上
申
致
置
候
処
、
今

ニ
御
発
令
無
之
、
且
皇
統
譜
令
ノ
審
議
モ
既
ニ
結
了
ノ
趣
ニ
有
之
候
ニ
付
テ
ハ
、
此

際
委
員
会
設
置
ノ
儀
詮
議
相
成
候
様
致
度
、
将
又
今
回
明
治
初
年
以
来
御
歴
代
ノ
代

数
及
御
年
紀
等
ニ
関
シ
公
文
上
ニ
於
テ
論
議
セ
ラ
レ
タ
ル
調
査
ノ
沿
革
別
冊
ノ
通
取

調
候
間
、
委
員
会
ニ
於
ケ
ル
審
議
ノ
資
料
ト
シ
テ
御
参
照
相
成
度
、
此
段
上
申
候
也
、

　
　

大
正
七
年
一
月
十
五
日　
　

一
月
十
七
日
発
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
頭

　
　

宮
内
大
臣

「（
欄
外
頭
書
、朱
書
）

寮
頭

「（
抹
消
）

事
務
官
」
持
参
、」

森
の
「
委
蛇
録
」
大
正
七
年
一
月
十
五
日
条
に
は
「
参
寮
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、

十
七
日
条
に
は
「
訪
石
原
次
官
於
宮
内
省
。（
○
中
略
）
午
後
再
訪
石
原
。
呈
五
味
均
平

所
著
歴
世
異
議
沿
革
一
巻
坿
録
三
巻
」
と
、
森
が
宮
内
次
官
石
原
健
三
を
経
て
宮
内
大
臣

波
多
野
敬
直
に
提
出
し
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
右
掲
の
「
重
要
雑
録
」
に
記
さ
れ
た

「
御
歴
代
ノ
代
数
及
御
年
紀
等
ニ
関
シ
公
文
上
ニ
於
テ
論
議
セ
ラ
レ
タ
ル
調
査
ノ
沿
革
別

冊
」
を
「
一
月
十
七
日
発
送
」
し
た
と
の
文
言
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
る
。

宮
内
公
文
書
館
に
は
、「
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革
」
と
題

す
る
文
書
が
二
三
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る

）
1（
（

。
個
々
の
書
誌
等
は
割
愛
す
る
が
、
こ
の
う
ち

「
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革　

定
稿
本　

附
同
資
料
一

）
11
（

」
の
巻

頭
に
は
、
森
の
序
文
が
あ
る
。

本
書
ハ
明
治
初
年
以
来
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ノ
問
題
ニ
関
シ
政
府
及
宮
内
省

ニ
於
テ
取
調
ヘ
、
又
ハ
実
際
取
扱
ヒ
タ
ル
事
蹟
ヲ
類
聚
編
次
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、

大
正
六
年
中
図
書
寮
ノ
草
ス
ル
所
ニ
係
ル
、
今
印
刷
ニ
附
シ
以
テ
検
閲
ニ
便
ス
、

大
正
八
年
一
月
二
十
八
日

�

図
書
頭
医
学
博
士
文
学
博
士
森
林
太
郎　
　

こ
の
序
文
に
続
い
て
内
題
「
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革
」
と

記
載
さ
れ
た
頁
に
は
「
五
味
」
と
刻
さ
れ
た
印
章
が
押
さ
れ
て
お
り
、
タ
イ
プ
印
刷
さ
れ

た
本
文
の
後
、
巻
末
に
は
「
大
正
七
年
一
月
十
五
日　

宮
内
事
務
官
五
味
均
平
草
」
と
墨

書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
定
稿
本
」
は
、
三
冊
本
と
し
て
伝
来
し
て
お
り

）
11
（

、
翌
八
年
に

「
印
刷
ニ
附
シ
テ
以
テ
検
閲
ニ
便
ス
」
た
め
、
森
が
序
文
を
入
れ
た
と
察
せ
ら
れ
る

）
11
（

。
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次
に
、
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
の
校
訂
事
業
を
採
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
図
書
頭
監

督
の
も
と
、
第
一
次
事
業
が
明
治
四
十
五
年
か
ら
六
国
史
校
訂
材
料
取
調
掛
に
よ
り
、
第

二
次
事
業
が
大
正
八
年
か
ら
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
年
計
画
で

実
施
さ
れ
た
。
こ
の
事
業
は
、
校
訂
の
判
定
根
拠
や
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
諸
成
果

に
古
代
史
研
究
上
の
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
、
森
林
太
郎
の
第
二
次
事
業
関
与
も
含
め
て
先

学
の
研
究
が
あ
り

）
11
（

、
小
稿
で
は
極
力
重
複
を
避
け
る
。
事
業
の
成
果
と
し
て
は
、
校
合
し

た
諸
本
相
互
間
の
文
字
の
異
同
を
抽
出
し
た
「
校
訂
六
国
史
考
異
」、
そ
の
異
同
に
つ
い

て
善
悪
を
判
断
し
た
「
校
訂
六
国
史
考
文
」
が
あ
り

）
11
（

、
予
定
さ
れ
た
「
定
本
」
は
森
の
死

去
や
事
業
期
間
の
不
足
に
よ
り
未
完
に
終
わ
っ
た
。
第
一
次
・
第
二
次
事
業
関
係
の
公
文

書
類
と
し
て
、
上
述
の
先
行
研
究
で
使
用
さ
れ
た
「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係
雑
書

類
」
が
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
に
あ
り

）
11
（

、
宮
内
公
文
書
館
に
は
後
年
の
事
務
的
文
書

で
小
稿
と
の
関
わ
り
が
薄
い
「
天
皇
実
録
・
六
国
史
関
係
書
類
」
が
あ
る

）
11
（

。
ち
な
み
に
、

第
二
次
事
業
の
原
稿
は
、
す
べ
て
森
の
検
閲
を
経
て
編
修
会
議
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う

）
11
（

。

ま
た
、
森
は
図
書
頭
と
し
て
宮
内
大
臣
波
多
野
敬
直
に
対
し
、
六
国
史
校
訂
の
第
二
次

事
業
の
準
備
に
あ
た
る
「
六
国
史
ノ
考
異
」
の
作
成
を
開
始
し
た
い
旨
の
上
申
書
（「
六

国
史
考
異
作
成
ノ
件
図
書
寮
ニ
於
テ
管
掌
ノ
件
（
指
令
二
四
一
号
）」。「
図
書
頭
印
」
の

押
印
あ
り

）
11
（

）
及
び
「
別
紙
」
に
あ
た
る
「
六
国
史
校
訂
準
備
経
費
」
と
「
六
国
史
校
訂
準

備
職
員
」
を
、
大
正
七
年
十
二
月
十
二
日
付
で
提
出
し
た
。
こ
れ
は
「
重
要
雑
録

）
1（
（

」
に
編

綴
さ
れ
、
こ
の
上
申
書
の
前
に
あ
る
文
書
は
、
宮
内
大
臣
か
ら
図
書
頭
に
対
す
る
本
件
の

指
令
に
関
す
る
決
裁
文
書
（
同
年
十
二
月
二
十
七
日
総
務
課
長
近
藤
久
敬
立
案
、
宮
内
大

臣
決
裁
）
及
び
「
備
考
」
と
題
す
る
付
属
文
書
で
あ
り
、
指
令
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
宮

内
大
臣
印
が
押
さ
れ
た
指
令
文
書
は
、「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係
雑
書
類
」
の
う

ち
「
六
国
史
校
訂
準
備
書
類
」
大
正
七
〜
十
一
年
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
）。

指
令
第
二
四
一
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
頭

本
月
十
二
日
附
図
機
第
二
一
号
上
申
六
国
史
考
異
作
成
ノ
件
、
其
ノ
寮
ニ
於
テ
之
ヲ

管
掌
ス
ヘ
シ
、

但
シ
、
大
正
八
年
度
ヨ
リ
三
年
間
ニ
完
成
ス
ヘ
シ
、

大
正
七
年
十
二
月
二
十
八
日
「（

印
）執

行
済
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
内
大
臣

と
こ
ろ
で
、「
重
要
雑
録
」
に
は
、
右
記
の
「
別
紙
」
に
後
続
し
て
「
六
国
史
考
異
巻

之
一
」
と
題
す
る
原
稿
見
本
（
図
書
寮
原
稿
用
紙
二
枚
、【
図
版
Ｃ
】
参
照
）
と
第
一
次

事
業
開
始
時
の
文
書
（
写
）
等
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
考
異
」
の
原
稿
見
本
は
、

欄
外
に
「
参
照
」
と
朱
書
さ
れ
、「
日
本
書
紀
巻
第
一
」
の
う
ち
「
神
代
上
」
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
上
申
書
と
共
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
図
書
寮
庶
務
課
長

五
味
均
平
の
自
筆
と
見
ら
れ
る
楷
書
体
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
冒
頭
部
分
の
み
を
示
す

（
読
点
は
原
文
の
ま
ま
）。

日
本
書
紀
巻
第
一

神
代
上

〔
一
丁

右
一
行
〕
日
本
書
紀
三
島
本
作
二
日
本
紀
一
、
如
二
続
日
本
紀
、
日
本
後
紀
、
日
本
紀

畧
一
、
並
無
二
書
ノ
字
一
、
一
峰
本
元
暦
本
万
葉
集
、
紀
作
レ
記
、
巻
第
一

三
字
、
三

島
本
無

〔
三行

〕
未
剖○

北
野
本
、
丹
鶴
本
、
楓

山
本
、
熱
田
本
剖
作
レ
割○

渾
沌
尾
張
本
、

渾
作
レ
混
、（
○
下
略
）

右
記
の
う
ち
、「
三
島
本
」
等
の
校
合
本
に
つ
い
て
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

）
11
（

の
凡
例

を
参
照
さ
れ
た
い
。
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、
こ
の
原
稿
見
本
と
国
史
大
系
本
の
校
訂

内
容
に
は
異
同
が
あ
る
。「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係
雑
書
類
」
に
も
同
じ
体
裁
と

筆
跡
の
原
稿
見
本
が
編
綴
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
に
は
一
部
異
同
が
あ
る
。「
五
丁
」
の

「
左
一
行
」
を
例
に
比
較
す
る
と
「
重
要
雑
録
」
の
原
稿
に
は
「
天
之
浮
橋
」、「
六
国
史
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校
訂
準
備
委
員
会
関
係
雑
書
類
」
の
原
稿
に
は
「
天
上
浮
橋
」
と
あ
り
、
国
史
大
系
本
に

「
天

ア
マ
ノ
ウ
キ
ハ
シ

浮
橋
」
と
あ
る
よ
う
に
「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係
雑
書
類
」
の
方
が
誤
写
と

見
ら
れ
る
。
前
者
が
大
臣
決
裁
用
の
提
出
原
稿
で
後
者
が
図
書
頭
決
裁
時
の
案
文
の
関
係

に
あ
り
、
そ
の
提
出
過
程
で
誤
写
等
が
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
天
皇
皇
族
実
録
」
の
編
修
に
つ
い
て
は
、
復
刻
本
等
に
譲
る

）
11
（

。

（
五
）　
「
帝
諡
考
」
の
『
鷗
外
全
集
』
採
録

図
書
頭
森
林
太
郎
が
編
纂
し
た
「
帝
諡
考
」
と
「
元
号
考
」
及
び
そ
の
編
纂
過
程
を
具

体
的
に
示
す
文
書
は
、
管
見
の
限
り
宮
内
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
に
は
見
出
せ
な
い

）
11
（

。
小

稿
で
は
「
帝
諡
考
」
の
う
ち
、
森
の
歿
後
に
「
帝
諡
考
」
を
『
鷗
外
全
集
』
に
採
録
す
る

件
の
「
鷗
外
全
集
へ
帝
諡
考
採
録
方
許
可
ノ
件
」
を
紹
介
し
よ
う

）
11
（

。
こ
れ
は
、
大
正
十
二

年
二
月
八
日
に
図
書
寮
庶
務
課
長
五
味
均
平
が
立
案
し
、
同
日
に
図
書
頭
杉
栄
三
郎
が
決

裁
し
た
一
件
で
、
翌
日
付
で
図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
牧
野
伸
顕
に
報
告
す
る
た
め
の
文
書

で
あ
る
。

別
紙
写
之
通
与
謝
野
寛
ヨ
リ
願
出
有
之
候
ニ
付
、
取
調
候
処
、
帝
諡
考
ハ
当
寮
ニ
於

テ
編
修
ノ
参
考
上
必
要
ヲ
認
メ
、
著
者
ノ
同
意
ヲ
得
テ
「（

抹
消
）

百
部
限
リ
」
印
刷
仕
候
モ
、

全
ク
故
森
林
太
郎
箇
人
ノ
研
究
ニ
係
リ
、「（

抹
消
）

別
ニ
秘
密
事
項
ヲ
含
マ
ス
」
学
問
上
有

益
ナ
ル
資
料
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
願
ノ
通
許
可
仕
候
ニ
付
、
此
段
御
報
告
申
候
、

こ
れ
に
は
、
同
日
付
で
庶
務
課
長
が
立
案
し
、
図
書
頭
が
決
裁
し
た
採
録
許
可
の
た
め

の
「
伺
」
が
、
次
の
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

伺

当
寮
印
刷
ニ
係
ル
帝
諡
考
採
録
致
度
旨
、
別
紙
ノ
通
願
出
有
之
候
ニ
付
、
左
案
ヲ
以

テ
許
可
相
成
可
然
哉
相
伺
候
、

　
　
　
　
　
　

許
可
案

願
出
之
趣
許
可
ス
、

大
正
十
二
年
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図
書
頭

こ
こ
に
記
さ
れ
た
「
別
紙
」
は
、『
鷗
外
全
集
』
の
編
纂
者
総
代
で
あ
る
与
謝
野
寛

（
鉄
幹
）
が
記
し
た
願
書
で
あ
り
、
左
に
掲
げ
る
。

　
　
　
　
　
　

御
願

今
般
故
森
林
太
郎
ノ
遺
稿
全
部
ヲ
鷗
外
全
集
ト
題
シ
出
版
致
シ
候
ニ
ツ
イ
テ
ハ
、
貴

寮
ニ
於
テ
御
印
行
ノ
帝
諡
攷

（
マ
マ
）ヲ

モ
故
人
ノ
遺
志
及
遺
族
ノ
希
望
ニ
ヨ
リ
採
録
仕
リ
タ

ク
候
間
、
御
許
可
被
成
下
度
、
此
段
奉
願
上
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷗
外
全
集
編
纂
者
総
代

大
正
十
二
年
二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
謝
野
寛
（
印
）

図
書
頭
杉
栄
三
郎
殿

こ
れ
ら
の
一
件
文
書
を
見
る
と
、
ま
ず
、
与
謝
野
の
願
書
の
日
付
当
日
に
図
書
寮
で
立

案
・
決
裁
が
行
わ
れ
、
翌
日
に
宮
内
大
臣
に
報
告
さ
れ
、
速
や
か
に
採
録
許
可
が
下
り
た
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
森
に
直
下
で
仕
え
て
実
状
を
知
る
五
味
の
立
案
文
書
に
、

「
帝
諡
考
」
が
「
当
寮
ニ
於
テ
編
修
ノ
参
考
上
必
要
ヲ
認
メ
」
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

森
を
「
著
者
」
と
し
、
そ
の
成
立
過
程
が
「
全
ク
故
森
林
太
郎
箇
人
ノ
研
究
ニ
係
」
る
と

も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
、『
鷗
外
全
集
』
へ
の
「
帝
諡
考
」
の
採
録
が
「
故
人
ノ

遺
志
及
遺
族
ノ
希
望
ニ
ヨ
」
る
も
の
と
の
記
載
で
あ
る
。
森
の
「
帝
諡
考
」
自
筆
本
が
そ

の
手
許
に
残
り
、
現
在
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
等
が
所
蔵
す
る
こ
と
も

）
11
（

、「
帝
諡
考
」

の
成
り
立
ち
を
表
す
と
共
に
、
宮
内
公
文
書
館
に
「
帝
諡
考
」
と
そ
の
編
纂
資
料
を
見
出
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せ
な
い
事
情
の
一
端
も
、
こ
の
「
箇
人
ノ
研
究
」
云
々
が
関
係
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

さ
て
、
森
の
歿
後
、
最
初
の
『
鷗
外
全
集
』
の
編
纂
・
刊
行
を
め
ぐ
り
、
森
の
弟
の
森

潤
三
郎
に
宛
て
た
編
纂
者
総
代
与
謝
野
寛
の
書
翰
の
う
ち
、
同
年
二
月
十
日
付
の
書
翰
に

は
、「
さ
て
帝
諡
考
ハ
宮
内
省
よ
り
許
可
せ
ら
れ
、
原
稿
を
月
曜
日
に
印
刷
所
へ
渡
し
ま

す
」
と
記
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
図
書
寮
か
ら
の
許
可
を
受
け
て
早
速
に
「
帝
諡
考
」
の
全
集
採

録
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
の
『
鷗
外
全
集
』
は
、
鷗
外

全
集
刊
行
会
が
大
正
十
二
年
か
ら
昭
和
二
年
に
か
け
て
全
十
八
巻
を
刊
行
し
た
。

（
六
）　

そ
の
他
の
職
務
に
関
す
る
事
例

森
林
太
郎
の
図
書
頭
在
任
中
に
は
、
老
朽
化
し
た
図
書
寮
仮
庁
舎
の
新
築
や
曝
書
室
の

焼
失
等
の
案
件
が
あ
っ
た
。
前
者
は
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
等
に
関
係
文
書
が
あ
る

）
11
（

。

こ
こ
で
は
、
図
書
寮
曝
書
室
の
焼
失
を
採
り
上
げ
る
。
大
正
九
年
二
月
二
十
日
、
図
書

寮
の
曝
書
室
か
ら
発
火
し
、
こ
れ
が
全
焼
し
た
。
こ
の
た
め
、
森
は
自
ら
の
進
退
伺
を
出

し
た
こ
と
を
同
日
の
「
委
蛇
録
」
等
に
記
す
が
、
進
退
伺
は
受
理
さ
れ
ず
、
宮
内
公
文
書

館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
所
収
の
「
曝
書
室
焼
失
ニ
付
大
臣

ヘ
上
申
、
内
匠
頭
ヘ
通
牒
ノ
件

）
11
（

」
は
、
立
案
が
同
年
二
月
二
十
五
日
、
決
裁
が
二
十
六
日

と
記
さ
れ
、
決
裁
欄
に
森
の
花
押
が
あ
り
、
①
二
月
二
十
四
日
付
で
図
書
寮
庶
務
掛
宮
内

属
戸
田
次
郎
が
麹
町
警
察
署
長
弘
田
久
寿
治
に
宛
て
た
「
図
書
寮
曝
書
室
火
災
実
見
報

告
」、
②
「
始
末
書
」、
③
「
焼
失
図
書
」
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
室

内
の
炭
函
の
消
火
が
行
き
届
か
な
い
ま
ま
職
員
が
退
出
し
て
残
火
が
次
第
に
燃
え
広
が
っ

た
と
し
て
失
態
と
捉
え
て
い
る
が
、
図
書
の
損
害
が
少
な
か
っ
た
と
し
、「
焼
失
図
書
」

の
う
ち
曝
涼
の
た
め
出
庫
し
て
い
た
「
革
暦
類
」
が
「
稍
貴
重
」
で
あ
っ
た
と
記
す
。
ち

な
み
に
、
内
匠
寮
「
土
地
建
物
録
」
は
、「
図
書
寮
曝
涼
室
略
図
面
」
を
収
め
る

）
11
（

。

一
方
、
森
が
統
括
し
た
図
書
寮
及
び
帝
室
博
物
館
の
会
計
業
務
に
つ
い
て
は
、
内
蔵
寮

や
帝
室
会
計
審
査
局
等
の
文
書
を
繙
く
必
要
が
あ
る
が
、
後
考
に
俟
ち
た
い
。
尤
も
、
帝

室
会
計
審
査
局
の
審
査
で
は
、
他
部
局
と
同
様
、
適
切
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
案
件
も
あ

る
。
一
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
大
正
八
年
の
「
検
定
及
審
査

）
1（
（

」
の
う
ち
、
通
常
会
計
の
歳

出
臨
時
部
の
一
項
に
「
御
系
譜
及
公
文
書
類
編
纂
費
」
に
て
元
図
書
寮
技
生
二
名
の
手
当

金
を
図
書
頭
の
通
牒
に
よ
り
支
払
っ
た
こ
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
審
査
で
は
本
件
支
出
は

図
書
頭
の
職
権
に
あ
ら
ず
「
背
規
ト
認
メ
タ
リ
」
と
評
さ
れ
た
。

な
お
、
森
が
昭
憲
皇
太
后
の
追
号
に
つ
い
て
「
昭
憲
皇
后
」
と
す
べ
き
考
え
で
あ
っ
た

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が

）
11
（

、
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
に
は
図
書
頭
か
ら
宮
内
大
臣
に
伺
い

を
立
て
た
決
裁
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く

）
11
（

。

四　

帝
室
博
物
館
総
長
の
職
務
─
数
例
の
紹
介
─

（
一
）　

正
倉
院
御
物
の
拝
観

小
稿
は
、
主
に
図
書
頭
森
林
太
郎
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
帝
室
博

物
館
総
長
と
し
て
の
職
務
を
示
す
文
書
に
も
触
れ
た
い
。
帝
室
博
物
館
に
関
す
る
文
書
は
、

東
京
国
立
博
物
館
の
「
館
史
資
料
」
が
中
心
で
あ
る
が
、
宮
内
公
文
書
館
に
も
総
長
の
職

掌
で
あ
る
正
倉
院
の
管
理
等
に
関
す
る
文
書
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
森
の
総
長
と
し
て
の
業
績
に
つ
い
て
、
①
時
代
別
陳
列
方
法
の
採
用
、
②
研
究

紀
要
と
し
て
の
「
学
報
」
の
刊
行
、
③
目
録
作
成
の
推
進
、
④
正
倉
院
拝
観
資
格
の
拡
大
、

⑤
蔵
書
解
題
と
著
者
略
伝
、
の
五
点
を
挙
げ
、
こ
の
う
ち
①
②
④
に
森
の
発
意
が
現
れ
、
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④
を
正
倉
院
拝
観
の
門
戸
を
開
い
た
と
評
す
る
研
究
が
あ
る

）
11
（

。
小
稿
で
は
、
森
の
個
々
の

職
務
に
総
括
的
に
触
れ
る
こ
と
は
割
愛
し
つ
つ
、
宮
内
公
文
書
館
と
東
京
国
立
博
物
館
が

所
蔵
す
る
文
書
を
用
い
、
特
徴
あ
る
職
務
に
つ
い
て
若
干
紹
介
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
正
倉
院
御
物
の
拝
観
許
可
に
つ
い
て
は
、
既
に
従
来
の
鷗
外
研
究
で
大
要
が
知

ら
れ
る
が
、
主
に
『
官
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
拝
観
規
程
」
等
を
典
拠
と
し
て
森
が
拝
観

許
可
の
範
囲
を
広
げ
た
経
緯
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る

）
11
（

。
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
文
書
を

見
る
と
、「
正
倉
院
御
物
拝
観
録
」
に
関
係
文
書
が
あ
り
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
の
立
案

に
か
か
る
「
拝
観
規
程
」
の
案
が
帝
室
博
物
館
総
長
等
の
押
印
（
森
は
花
押
）
を
経
て
宮

内
大
臣
が
決
裁
し
、
こ
れ
が
『
官
報
』
に
公
示
さ
れ
る
過
程
を
把
握
で
き
る

）
11
（

。
こ
の
簿
冊

で
は
、
冒
頭
の
第
一
号
文
書
に
明
治
四
十
三
年
の
規
程
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、

年
を
経
て
部
分
的
な
変
更
が
為
さ
れ
て
い
く
。
具
体
的
な
経
緯
は
割
愛
す
る
が
、
大
正
九

年
に
は
、
こ
う
し
た
正
倉
院
御
物
の
拝
観
資
格
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
11
（

。
そ
の
宮

内
大
臣
決
裁
文
書
を
見
る
と
、
一
部
の
文
言
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
年
に

続
き
「
帝
室
博
物
館
総
長
ニ
於
テ
学
術
技
芸
ニ
関
シ
相
当
ノ
経
歴
ア
リ
ト
認
メ
、
宮
内
大

臣
ニ
申
立
テ
タ
ル
者
」
に
つ
い
て
詮
議
の
上
許
可
さ
れ
る
文
面
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
手

続
き
で
は
「
宮
内
大
臣
ニ
於
テ
学
術
技
芸
ニ
関
シ
相
当
ノ
経
歴
ア
リ
ト
認
メ
」
云
々
と
朱

書
で
改
め
ら
れ
た
。
拝
観
願
書
・
経
歴
書
の
扱
い
も
「
総
長
ヲ
経
由
シ
宮
内
大
臣
ニ
願
出

ツ
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
総
長
の
関
与
が
「
経
由
」
と
表
現
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。

（
二
）　
「
天
寿
国
曼
荼
羅
（
繍
帳
）」
断
片
の
中
宮
寺
下
賜

森
林
太
郎
の
日
記
「
委
蛇
録
」
を
見
る
と
、
大
正
七
年
十
一
月
七
日
条
に
、

参
院
。（
○
中
略
）
入
中
倉
。
撿
古
文
書
四
櫃
。
又
入
仮
倉
。
撿
布
帛
断
裂
数
箱
。

断
裂
中
有
天
寿
国
曼
荼
羅
銘
四
字
。
曰
利
令
者
椋
。
按
銘
文
曰
。
画
者
東
漢
末
賢
。

高
麗
加
西
溢
。
又
漢
奴
加
己
利
。
令
者
椋
部
秦
久
麻
。
四
字
中
利
字
連
上
読
。
椋
字

連
下
読
。

と
あ
り
、「
天
寿
国
曼
荼
羅
」
の
「
断
裂
」
を
調
べ
、「
按
」
以
下
に
そ
の
考
察
を
書
き
留

め
て
い
る
。
ま
た
、
翌
八
年
十
一
月
二
十
二
日
条
に
は
、
奈
良
出
張
か
ら
の
帰
途
、

抵
東
京
駅
。
径
参
省
。
見
上
直
書
記
官
白
根
松
介
。
交
付
所
齎
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
。

と
あ
り
、
森
が
「
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
」
を
携
え
、
こ
れ
を
宮
内
省
に
て
宮
内
書
記
官
白

根
松
介
に
提
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
正
倉
院
御
物
の
中
に
見
出
さ
れ
た
「
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
」
が
仏
像
三
体
に
香
炉

の
図
と
亀
甲
図
で
あ
り
、
そ
の
後
中
宮
寺
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
知
の
事

実
で
あ
る

）
11
（

。
し
か
し
、
管
見
の
範
囲
で
も
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
の
論
述
に
相
違
が
生
じ

て
お
り

）
11
（

、
小
稿
で
公
文
書
類
に
よ
り
経
緯
を
裏
付
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

帝
室
博
物
館
「
正
倉
院
御
物
整
理
工
程
書

）
11
（

」
は
、
大
正
九
年
か
ら
昭
和
八
年
に
作
成
さ

れ
た
整
理
工
程
書
を
編
綴
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
大
正
三
年
ま
で
遡
れ
る
。

こ
の
う
ち
、「
大
正
七
年
十
一
月
修
理
御
物
出
蔵
目
録
」
に
続
く
同
年
の
「
出
蔵
御
物
ノ

整
理
」
に
付
さ
れ
た
「
玻
璃
装
古
裂
目
録

）
1（
（

」
の
「
一
二
」
に
、

刺
繍
仏
像
及
亀
甲
形
亀
甲
形
繍
文
云
、

利
令
者
椋

貳
片　

第
八
三
号
樻
絹
絁
類
断
爛
中
ノ
モ
ノ
、

と
あ
る
。
こ
れ
に
は
附
箋
が
あ
り
、

刺
繍
仏
像
及
亀
甲
形
貳
片
ハ
、
大
正
九
年
二
月
願
出
ニ
ヨ
リ
中
宮
寺
ヘ
下
賜
、

と
あ
る
。
大
正
七
年
に
森
も
調
べ
た
「
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
」
が
同
九
年
に
中
宮
寺
に
下

賜
さ
れ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
大
正
三
年
十
一
月
修
理
御
物
出
蔵
目
録
」

に
「
慶
長
樻
」
の
「
八
十
三
号　

納
絹
絁
類
断
爛
」
が
出
蔵
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
と
き

に
「
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
」
の
所
在
が
確
認
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、「
正
倉
院
御
物
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整
理
工
程
書
」
に
は
、
大
正
七
年
の
記
載
に
至
る
ま
で
明
確
に
関
連
す
る
文
言
は
な
い
。

次
に
、
大
臣
官
房
総
務
課
「
重
要
雑
録
」
の
冒
頭
に
は
、
奈
良
出
張
中
の
森
に
対
し
、

大
正
八
年
十
一
月
に
宮
内
大
臣
決
裁
を
経
た
命
令
が
下
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。
す
な
わ
ち
、

御
物
古
裂
ノ
内
ニ
混
レ
入
リ
タ
ル
中
宮
寺
ノ
曼
荼
羅
ノ
裂
ヲ
、
帰
京
ノ
節
携
帯
セ
ラ

ル
ル
様
、
大
臣
ヨ
リ
命
セ
ラ
ル
、

十（
大
正
八
年
）

一
月
廿
日�

総
務
課
長　
　

奈
良
正
倉
院
ニ
テ

帝
室
博
物
館
総
長

と
あ
り
、
森
が
「
天
寿
国
曼
荼
羅
」
を
携
え
て
帰
京
し
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
「
重
要
雑
録
」
に
は
、
森
へ
の
命
令
文
書
に
続
き
、
下
賜
に
至
る
経
緯
を
示
す
文

書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
簡
略
に
纏
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

中
宮
寺
門
跡
の
近
衛
尊
覚
が
「
二
位
局
」
柳
原
愛
子
に
宛
て
た
書
翰
（
年
月
日
記
載
な

し
）
に
て
正
倉
院
御
物
に
混
入
し
た
「
刺
繍
仏
像
及
亀
甲
形
残
片
」
が
「
天
寿
国
曼
荼
羅

（
国
宝
）
端
へ
ん
」
で
あ
る
と
し
て
下
賜
を
願
い
、
こ
の
書
翰
を
帝
室
博
物
館
主
事
神
谷

初
之
助
が
預
か
っ
て
い
た
た
め
、
神
谷
か
ら
大
正
九
年
一
月
八
日
付
の
宮
内
書
記
官
白
根

松
介
宛
て
の
書
翰
で
、
こ
れ
が
宮
内
省
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、「
刺
繍
仏
像
及
亀
甲

形
残
片
」
模
写
絵
図
も
同
封
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
一
月
十
四
日
、
大
臣
官
房
総
務
課
長

近
藤
久
敬
は
近
衛
に
宛
て
、
願
書
を
「
二
位
局
」
宛
て
で
は
な
く
「
地
方
庁
ヲ
経
テ
」
提

出
す
る
よ
う
に
通
知
し
、
二
月
三
日
付
で
奈
良
県
知
事
木
田
川
奎
彦
か
ら
宮
内
大
臣
波
多

野
敬
直
に
「
国
宝
天
寿
国
曼
荼
羅
ニ
関
ス
ル
御
物
御
下
賜
方
ノ
義
ニ
付
副
テ
上
申
」
が
送

ら
れ
た
際
に
、
一
月
二
十
六
日
付
で
近
衛
が
宮
内
大
臣
に
宛
て
た
「
御
願
」
が
併
せ
て
提

出
さ
れ
た
。
二
月
十
三
日
、
総
務
課
長
立
案
・
宮
内
大
臣
決
裁
に
よ
り
、
正
倉
院
の
「
御

物
整
理
後
、
断
爛
古
裂
中
ヨ
リ
発
見
、
玻
璃
板
狭

（
挟
）ト

為
シ
保
管
中
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
仏
像

三
躰
・
亀
甲
「（

割
書
）

中
有
文
字
」
壹
個
ヲ
刺
繍
ス
、
其
ノ
同
院
ニ
混
入
シ
タ
ル
事
情
ハ
不
詳
ニ

候
ヘ
共
、
中
宮
寺
所
蔵
国
宝
天
寿
国
曼
荼
羅
ノ
一
片
ニ
相
違
無
之
ニ
付
、
特
ニ
願
意
聴
許

相
成
、
同
寺
ニ
下
付
」
が
決
ま
り
、
こ
の
依
命
通
牒
が
総
務
課
長
か
ら
奈
良
県
知
事
に
達

せ
ら
れ
た
。
こ
の
決
裁
に
は
、
大
臣
・
次
官
の
下
位
に
帝
室
博
物
館
総
長
と
し
て
森
の
花

押
が
あ
る
。
か
く
し
て
二
月
二
十
七
日
に
中
宮
寺
に
下
賜
さ
れ
、「
重
要
雑
録
」
の
本
件

の
末
尾
に
は
、
近
衛
が
署
名
・
押
印
し
た
「
受
領
証
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
三
）　

国
宝
級
美
術
品
の
東
宮
御
学
問
所
へ
の
貸
出
し

東
京
国
立
博
物
館
が
所
蔵
す
る
「
館
史
資
料
」
を
若
干
繙
い
て
み
た
い
。

小
稿
で
採
り
上
げ
る
の
は
、
東
宮
御
学
問
所
の
学
課
の
一
環
で
皇
太
子
裕
仁
親
王
に
国

宝
級
の
美
術
品
を
東
宮
職
経
由
で
貸
出
し
た
案
件
に
関
す
る
森
林
太
郎
の
決
裁
文
書
等
で

あ
る
。
大
正
三
年
五
月
か
ら
同
十
年
二
月
ま
で
皇
太
子
の
修
学
の
た
め
東
宮
御
所
内
に
東

宮
御
学
問
所
が
設
け
ら
れ
て
お
り

）
11
（

、
同
九
年
九
月
二
十
日
に
東
宮
御
学
問
所
で
の
国
宝
借

用
に
つ
い
て
、
東
宮
大
夫
浜
尾
新
か
ら
文
部
省
宗
教
局
長
に
宛
て
国
宝
所
蔵
者
の
社
寺
へ
、

あ
る
い
は
帝
室
博
物
館
出
陳
中
の
場
合
は
同
博
物
館
へ
照
会
す
る
旨
が
通
知
さ
れ
た

）
11
（

。
こ

れ
に
伴
う
貸
出
し
の
事
例
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
く

）
11
（

。

・
大
正
九
年
十
月　
「
国
宝
ニ
匹
敵
ス
ヘ
キ
当
館
ノ
貴
重
品
ニ
シ
テ
保
管
上
門
外
不
出
ノ

取
扱
ヲ
致
居
ル
モ
ノ
」
と
し
て
「
普
賢
菩
薩
像
」
ほ
か
五
点
。

・
大
正
十
年
一
月　

沼
津
御
用
邸
に
お
け
る
東
宮
御
学
問
所
御
学
課
進
講
の
た
め
高
野
山

金
剛
峯
寺
所
蔵
の
国
宝
「
螺
鈿
蒔
絵
唐
櫃
」、
高
野
山
巡
寺
八
幡
講
所
蔵
の
国
宝
「
聖
衆

来
迎
図
」
の
国
宝
二
点
。

・
大
正
十
年
二
月　

東
京
帝
室
博
物
館
所
蔵
の
「
春
日
験
記
模
写
六
巻
」。
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次
に
「
京
都
奈
良
両
館
録

）
11
（

」
は
、
京
都
帝
室
博
物
館
長
ま
た
は
奈
良
帝
室
博
物
館
長
か

ら
帝
室
博
物
館
総
長
へ
提
出
し
た
決
裁
書
類
・
稟
議
書
類
等
を
収
め
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、

試
み
に
大
正
十
年
の
「
京
都
奈
良
両
館
録

）
11
（

」
の
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。
同
年
の
第
二
号
文

書
は
、
二
月
二
十
五
日
付
で
奈
良
帝
室
博
物
館
長
久
保
田
鼎
が
帝
室
博
物
館
総
長
に
報
告

し
た
文
書
で
、
欄
外
に
総
長
た
る
森
の
花
押
が
あ
る
。
本
文
に
は
、

当
館
ヘ
出
陳
中
ノ
左
記
国
宝
客
年
十
月
十
五
日
ヲ
以
テ
東
宮
御
所
御
用
ニ
付
搬
出
取

計
置
候
処
、
本
月
十
五
日
御
還
付
相
成
、
現
品
当
館
ヘ
搬
入
取
計
候
間
、
此
段
及
報

告
候
也
、

左
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奈
良
県
生
駒
郡
平
群
村

一
、
紙
本
著
色
志

（
信
）貴

山
縁
起　
　
　
　

参
巻　
　
　
　
　

朝
護
孫
子
寺

　
　
　
　
　
　

伝
画
僧
覚
猷
筆

と
あ
り
、
国
宝
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」（
朝
護
孫
子
寺
所
蔵
）
が
前
年
に
東
宮
御
所
に
貸

出
さ
れ
、
こ
の
年
二
月
十
五
日
に
還
付
さ
れ
た
こ
と
の
報
告
で
あ
る

）
11
（

。

な
お
、「
館
史
資
料
」
に
は
、
森
の
帝
室
博
物
館
総
長
在
任
中
に
絞
っ
て
み
て
も
、
他

に
も
森
の
職
務
等
に
関
わ
る
基
本
的
か
つ
重
要
な
文
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る

）
11
（

。

五　
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
」
を
め
ぐ
る
奉
迎
・
陪
食
・
賜
品

以
下
は
、
記
録
上
、
森
林
太
郎
が
帝
室
博
物
館
総
長
と
図
書
頭
の
両
様
の
肩
書
き
で
扱

わ
れ
て
い
る
た
め
、
一
項
を
立
て
て
お
き
た
い
。

大
正
十
年
に
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
「
海
外
御
巡
遊
」（
御
渡
欧
）
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
同
年
三
月
三
日
か
ら
九
月
三
日
ま
で
の
日
々
の
動
静
に
つ
い

て
は
、『
昭
和
天
皇
実
録
』
を
参
照
さ
れ
た
い
が

）
11
（

、
他
に
も
既
刊
の
記
録
や
研
究
文
献
が

あ
る

）
1（
（

。
宮
内
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
「
海
外
御
巡
遊
」
関
係
の
文
書
と
し
て
最
も
纏
ま
っ

た
も
の
は
、
宮
内
省
御
用
掛
山
本
信
次
郎
・
侍
従
牧
野
貞
亮
・
伯
爵
二
荒
芳
徳
等
が
編
纂

し
た
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
」
で
あ
る

）
11
（

。
こ
れ
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に

昭
和
天
皇
に
奉
呈
さ
れ
た
も
の
の
稿
本
で
あ
り
、
本
記
・
改
訂
版
・
外
記
か
ら
成
る

）
11
（

。

こ
こ
で
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
点
は
、
大
正
十
年
九
月
三
日
の
横
浜
港
で
の
奉
迎
に
あ

た
り
、
そ
の
一
員
と
し
て
参
上
し
た
森
林
太
郎
の
歩
く
姿
が
動
画
に
数
秒
間
映
り
、
こ
れ

が
晩
年
の
森
の
映
像
と
し
て
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
の
常
設
展
示
コ
ー
ナ
ー
で
再
生
さ

れ
、
来
館
者
が
こ
れ
を
観
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
11
（

。
か
よ
う
に
日
記
と
映
像
に
よ
っ
て
、
巡

遊
前
後
の
行
事
に
森
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当

日
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
従
来
論
究
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
皇
太
子
殿
下
海

外
御
巡
遊
記
」
を
繙
き
、
以
下
に
特
徴
あ
る
事
柄
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
、
巡
遊
に
先
立
ち
、
大
正
十
年
二
月
十
五
日
の
別
宴
に
つ
い
て
、「
皇
太
子
殿
下

海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
三

）
11
（

」
に
賜
餐
の
記
録
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
赤
坂
離
宮
ニ
於
ケ

ル
賜
餐
」
に
は
、「
宮
内
勅
任
官
同
待
遇
等
」
を
対
象
と
し
た
午
餐
の
陪
食
や
茶
菓
の
下

賜
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
午
餐
の
「
御
料
理
献
立
」
は
、「
一
前
菜
、
一
清
羹
、
一

舌
鮃
酒
蒸
、
一
鶏
煎
煮
、
一
牛
肉
蒸
焼
、
一
小
鴨
焙
焼
、
一
蔬
菜
、
一
温
菓
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、「
赤
坂
離
宮
ニ
於
ケ
ル
午
餐
席
割
」
を
見
る
と
、
宴
席
中
央
の
「
◎
皇
太
子
殿
下
」

か
ら
右
二
人
目
に
「
○
森
帝
室
博
物
館
総
長
」
の
席
が
あ
る
。

次
に
、
九
月
三
日
の
帰
国
時
の
奉
迎
と
拝
謁
で
あ
る
が
、
当
日
の
状
況
全
般
に
つ
い
て

は
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記　

第
百
十
七
章
」
と
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記　

第
百
十
八
章

）
11
（

」
に
記
載
が
あ
る
。
前
者
に
は
、
皇
族
や
内
閣
総
理
大
臣
原
敬
等
の
要
職
の

ほ
か
、「
宮
内
省
各
部
局
長
官
」
が
御
召
艦
香
取
に
乗
艦
し
て
拝
謁
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
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て
お
り
、
上
甲
板
に
て
祝
杯
、
万
歳
が
あ
っ
た
。
後
者
に
収
め
ら
れ
た
当
日
の
「
拝
賀
並

ニ
参
賀
」
の
名
簿
の
中
に
は
、「
帝
室
博
物
館
総
長　

森
林
太
郎
」
の
名
も
見
え
る
。
ま

た
、「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
一

）
11
（

」
に
は
、
こ
の
日
皇
太
子
の
東
宮
御
所

帰
還
の
後
、
午
後
三
時
か
ら
四
時
ま
で
内
謁
見
所
に
お
い
て
東
京
市
長
後
藤
新
平
・
内
大

臣
松
方
正
義
を
始
め
拝
賀
す
る
諸
員
の
中
に
「
森
帝
室
博
物
館
総
長
」
と
あ
る
。
な
お
、

「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
七

）
11
（

」
に
所
収
の
「
参
賀
」
に
記
さ
れ
た
通
知
先

の
各
部
局
長
の
中
に
「
帝
室
博
物
館
総
長　

森
林
太
郎
」、「
拝
賀
」
の
通
知
先
に
「
図
書

頭　

森
林
太
郎
」
と
あ
り
、
帰
国
当
日
に
東
宮
御
所
に
て
拝
賀
す
る
者
の
中
に
は
「
帝
室

博
物
館
総
長　

森
林
太
郎
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

九
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
に
か
け
て
は
、
赤
坂
離
宮
に
お
い
て
皇
太
子
の
帰
朝
に
伴
う

陪
食
等
が
執
り
行
わ
れ
た
。
十
六
日
の
晩
餐
に
お
い
て
皇
太
子
と
皇
族
の
会
食
の
際
、
親

任
官
待
遇
以
上
・
宮
内
勅
奏
任
官
の
一
部
が
陪
食
を
仰
付
け
ら
れ
、
森
も
そ
の
一
員
と

な
っ
た
。「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
一
」
に
当
日
の
状
況
全
般
が
記
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
三
」
の
う
ち
、「
皇
族
王
族
、
親

任
官
待
遇
以
上
並
ニ
親
補
官
、
宮
内
勅
奏
任
官
ノ
一
部
等
」
に
は
当
日
の
晩
餐
の
模
様
、

奏
楽
曲
目
、
奏
楽
関
係
者
、
献
立
等
の
記
載
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
文
書
の
「
赤
坂

離
宮
ニ
於
ケ
ル
晩
餐
御
陪
食
人
名
」
に
「
帝
室
博
物
館
総
長　

森
林
太
郎
」
が
記
さ
れ
て

お
り
、「
赤
坂
離
宮
ニ
於
ケ
ル
晩
餐
席
割
」
に
も
「
森
博
物
館
総
長
」
と
あ
る
。

巡
遊
に
伴
う
賜
品
に
つ
い
て
は
、「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
十
六

）
11
（

」
に

よ
る
と
、「
御
土
産
品
」
と
し
て
十
月
三
日
付
で
「
ク
リ
ス
タ
ル
菓
子
鉢　

壹
対
宛
」
が

「
森
帝
室
博
物
館
総
長
」
に
下
賜
さ
れ
、
他
に
十
一
月
九
日
付
で
「
金
製
菊
形
手
釦
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
入　

壹
組
宛
」
が
「
森
図
書
頭
」
に
下
賜
さ
れ
た
。

六　

森
林
太
郎
の
危
篤
・
死
去
と
叙
位

森
林
太
郎
の
晩
年
の
病
状
、
危
篤
、
死
去
か
ら
葬
儀
に
至
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

先
学
の
研
究
で
相
当
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う

）
11
（

。
小
稿
で
は
、

ま
ず
森
の
危
篤
時
の
「
病
気
御
尋
」
に
つ
い
て
、
大
正
天
皇
・
貞
明
皇
后
、
皇
太
子
裕
仁

親
王
の
順
に
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
資
料
を
紹
介
し
た
い
。

天
皇
・
皇
后
か
ら
の
賜
品
等
に
関
す
る
文
書
を
編
綴
し
た
「
恩
賜
録

）
1（
（

」
に
は
、
森
へ
の

病
気
御
尋
に
関
す
る
宮
内
大
臣
決
裁
文
書
が
収
め
ら
れ
、
文
書
の
欄
外
に
は
天
皇
へ
の

「
伺
済
」
及
び
「
皇
后
陛
下
伺
済
」
の
押
印
が
あ
り
、
七
月
七
日
に
執
行
さ
れ
た
。
以
下

に
案
文
を
引
用
し
て
お
く
。

一
、
葡
萄
酒
壹
打�

帝
室
博
物
館
総
長
森
林
太
郎　
　

右
病
気
御
尋
ト
シ
テ
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
ヨ
リ
下
賜
可
相
成
哉
、

こ
の
結
果
、
森
の
も
と
に
は
、「
病
気
見
舞
品
御
下
賜
状
」
も
届
け
ら
れ
た

）
11
（

。

ま
た
、
皇
太
子
の
下
賜
等
に
関
す
る
文
書
を
編
綴
し
た
「
贈
賜
録

）
11
（

」
の
う
ち
、
七
月
七

日
立
案
の
東
宮
大
夫
決
裁
文
書
に
は
、
森
の
重
態
に
伴
う
病
気
御
尋
と
し
て
皇
太
子
が

「
五
種
果
物
一
籃
」
を
下
賜
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

森
が
危
篤
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
宗
秩
寮
が
森
の
特
旨
叙
位
に
着
手
し
た
。
こ
の
分

野
の
関
係
文
書
を
編
綴
し
た
「
位
階
録

）
11
（

」
に
は
、
そ
の
該
当
文
書
が
あ
る
。
取
り
も
直
さ

ず
、
森
の
叙
位
に
あ
た
り
、
宮
内
省
が
森
を
如
何
様
に
評
価
し
て
い
た
か
を
示
す
功
績
調

書
に
相
当
す
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
裁
可
文
書
と
後

続
す
る
立
案
決
裁
文
書
の
冒
頭
部
分
は
既
知
の
文
書
と
言
え
る
が

）
11
（

、
こ
の
決
裁
文
書
は
、

同
年
七
月
八
日
に
宗
秩
寮
総
裁
徳
川
頼
倫
が
立
案
し
、
決
裁
日
の
記
入
は
な
い
が
宮
内
大
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臣
の
花
押
に
よ
る
決
裁
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
叙
位
の
理
由
と
し
て
評
価
さ

れ
た
森
の
功
績
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
文
を
引
用
す
る
。

�

帝
室
博
物
館
総
長
正
三
位
勲
一
等
功
三
級
森
林
太
郎　
　

右
ハ
明
治
十
四
年
十
二
月
陸
軍
々
医
副
ト
ナ
リ
、
同
十
七
年
ヨ
リ
二
十
一
年
ニ
至
ル

間
独
逸
国
ヘ
留
学
ヲ
命
セ
ラ
レ
、
同
国
カ
ル
ル
ス
ル
ー
ヘ
ニ
於
ケ
ル
赤
十
字
社
締
盟

第
四
回
会
議
ニ
参
列
ヲ
命
セ
ラ
ル
、
同
二
十
一
年
帰
朝
後
陸
軍
々
医
学
校
、
陸
軍
大

学
校
等
ノ
教
官
ト
ナ
リ
、
嶄
新
ナ
ル
学
説
ヲ
学
生
ニ
普
及
シ
、
同
二
十
四
年
医
学
博

士
ノ
学
位
ヲ
授
ケ
ラ
ル
、
爾
来
累
進
シ
テ
近
衛
、
第
一
、
第
十
二
各
師
団
軍
医
部
長

ヲ
経
テ
、
同
四
十
年
十
一
月
陸
軍
々
医
総
監
ニ
任
シ
、
陸
軍
省
医
務
局
長
ニ
補
セ
ラ

ル
、
此
間
日
清
、
日
露
ノ
両
役
ニ
ハ
軍
医
部
長
ト
シ
テ
各
所
戦
闘
ニ
参
与
シ
、
大
正

三
、
四
年
戦
役
ニ
ハ
陸
軍
省
医
務
局
長
ト
シ
テ
各
殊
功
ヲ
樹
テ
タ
リ
、
又
我
邦
陸
軍

兵
食
ノ
衛
生
試
験
ヲ
為
シ
、
兵
食
ノ
学
術
的
基
礎
ヲ
確
立
シ
、
腸
窒
扶
斯
予
防
接
腫

（
マ
マ
）

ヲ
平
時
ニ
於
テ
軍
隊
ニ
行
ヒ
、
同
病
ノ
流
行
ヲ
未
然
ニ
防
止
シ
、
脚
気
調
査
会
ヲ
主

催
シ
テ
病
歴
及
予
防
法
ノ
研
究
ヲ
進
メ
、
以
テ
軍
隊
ニ
於
ケ
ル
脚
気
ノ
多
発
ヲ
防
止

セ
リ
、
大
正
二
年
二
月
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
仰
付
ラ
レ
、
同
六
年
十
二
月
帝
室
博
物

館
総
長
兼
図
書
頭
ニ
任
シ
、
今
日
ニ
至
ル
、
奉
職
実
ニ
四
十
有
余
年
ニ
亘
リ
、
此
間

図
書
頭
ト
シ
テ
御
歴
代
天
皇
ノ
御
追
号
ニ
関
シ
其
ノ
基
ク
ト
コ
ロ
ヲ
調
査
シ
、
又
御

歴
代
御
事
蹟
ニ
関
ス
ル
調
査
ヲ
モ
完
成
セ
シ
メ
タ
リ
、
其
ノ
他
六
国
史
校
訂
ノ
準
備

事
業
並
我
邦
ノ
年
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ニ
着
手
シ
、
目
下
孰
レ
モ
完
成
ノ
域
ニ
近
ツ
ケ

リ
、
殊
ニ
御
歴
代
天
皇
御
追
号
ノ
調
査
ニ
関
シ
テ
ハ
専
ラ
力
ヲ
致
シ
、
功
績
顕
著
タ

ル
モ
ノ
ア
リ
、
又
博
物
館
総
長
ト
シ
テ
同
館
従
来
ノ
陳
列
方
法
ニ
付
一
大
革
新
ヲ
加

ヘ
、
時
代
陳
列
ト
ナ
シ
、
列
品
上
面
目
ヲ
一
新
セ
リ
、
且
同
館
ヲ
シ
テ
学
術
上
権
威

ア
ル
モ
ノ
タ
ラ
シ
ム
ル
為
学
報
ヲ
発
刊
ス
ル
等
、
終
始
力
ヲ
医
事
衛
生
ニ
致
セ
ル
ノ

傍
、
文
学
並
美
術
ノ
研
究
ニ
尽
瘁
シ
、
美
術
審
査
委
員
会
委
員
、
帝
国
美
術
院
長
、

臨
時
国
語
調
査
会
長
、
古
社
寺
保
存
会
委
員
、
文
芸
委
員
会
委
員
、
教
科
用
図
書
調

査
委
員
会
委
員
等
ニ
挙
ケ
ラ
レ
、
其
ノ
発
達
調
査
ニ
従
事
セ
ル
功
労
又
尠
カ
ラ
ス
、

然
ル
ニ
目
下
病
気
危
篤
ニ
陥
リ
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
、
現
位
ハ
内
則
上
既
ニ
極
位
ニ
ア
ル

モ
ノ
ナ
ル
モ
、
此
際
前
顕
ノ
功
労
ヲ
録
セ
ラ
レ
、
特
ニ
位
一
級
ヲ
進
メ
、
従
二
位
ニ

叙
セ
ラ
レ
然
ル
ヘ
シ
ト
認
ム
、

右
の
う
ち
、「
図
書
頭
ト
シ
テ
御
歴
代
天
皇
ノ
御
追
号
ニ
関
シ
其
ノ
基
ク
ト
コ
ロ
ヲ
調

査
シ
」、「
殊
ニ
御
歴
代
天
皇
御
追
号
ノ
調
査
ニ
関
シ
テ
ハ
専
ラ
力
ヲ
致
シ
、
功
績
顕
著
タ

ル
モ
ノ
ア
リ
」
は
、「
帝
諡
考
」
の
こ
と
で
あ
る
。「
帝
諡
考
」
の
『
鷗
外
全
集
』
採
録
に

際
し
、
こ
れ
が
「
全
ク
故
森
林
太
郎
箇
人
ノ
研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
上
述
し

た
が
、
そ
の
一
方
で
図
書
頭
と
し
て
の
功
績
を
捉
え
る
立
場
で
は
公
務
上
の
「
功
績
顕

著
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
森
個
人
の
力
量
が
「
帝
諡
考
」
成
立
の
原
動
力
と
な
り

つ
つ
、
図
書
頭
の
公
務
上
の
成
果
を
生
む
土
台
と
な
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
事
例
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
こ
の
決
裁
に
先
立
ち
、
七
日
、
宮
内
省
総
務
課
長
大
谷
正
男
が
陸
軍
省
人
事
局

恩
賞
課
長
烏
谷
章
に
森
の
事
蹟
を
照
会
し
、
恩
賞
課
長
が
こ
れ
に
回
答
し
て
お
り
、
こ
の

「
功
績
書
」
や
文
部
省
罫
紙
の
功
績
書
類
も
前
掲
の
「
位
階
録
」
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
七
月
十
日
付
の
森
の
死
亡
届
を
引
用
す
る

）
11
（

。

御
届

�

帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
森
林
太
郎　
　

右
ノ
者
予
テ
病
気
ノ
処
、
本
月
九
日
午
前
七
時
薨
去
致
候
間
、
別
紙
戸
籍
謄
本
相
添
、

此
段
御
届
申
上
候
也
、

大
正
十
一
年
七
月
十
日



（ （（ ）

�

嗣
子　
　

森
於
莵
（
印
）　　

　

宮
内
大
臣
子
爵
牧
野
伸
顕
殿

追
テ
来
十
二
日
午
後
二
時
仏
式
ヲ
以
テ
葬
儀
執
行
可
致
候
、

文
中
の
「
別
紙
戸
籍
謄
本
」
は
綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
当
時
の
森
於
莵
は

ド
イ
ツ
国
に
留
学
中
で
あ
り
、
帰
国
は
大
正
十
三
年
九
月
二
十
九
日
で
あ
っ
た

）
11
（

。

続
い
て
、
森
の
死
去
後
の
宮
内
省
の
対
応
で
あ
る
が
、「
恩
賜
録

）
11
（

」
に
は
、
七
月
九
日

立
案
・
十
一
日
執
行
の
大
臣
決
裁
文
書
が
編
綴
さ
れ
、
立
案
文
書
の
欄
外
に
は
天
皇
へ
の

「
伺
済
」
の
朱
書
及
び
「
皇
后
陛
下
伺
済
」
の
押
印
が
あ
り
、
祭
資
と
し
て
金
三
千
円
、

幣
帛
と
し
て
白
絹
二
匹
の
下
賜
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
幣
帛
の
下
賜
に
つ
い
て
、「
贈

賜
品
録

）
11
（

」
の
恩
賜
物
品
の
購
入
記
録
に
は
、
七
月
十
・
十
一
日
付
で
「
帝
室
博
物
館
総
長

森
林
太
郎
薨
去
ニ
付
賜
与
」
と
し
て
「
白
絹
弐
匹
」
及
び
「
御
絹
弐
疋
乗
白
木
台
壱
個
」

の
調
達
に
関
す
る
書
類
が
あ
る
。
ま
た
、「
贈
賜
録

）
（11
（

」
に
は
、
七
月
十
日
立
案
の
東
宮
大

夫
決
裁
文
書
が
あ
り
、
皇
太
子
か
ら
森
家
ヘ
の
菓
子
や
料
理
の
下
賜
に
つ
い
て
記
さ
れ
て

い
る
。

な
お
、
森
の
死
去
の
翌
日
、
宮
内
事
務
官
五
味
均
平
が
図
書
頭
心
得
に
、
帝
室
博
物
館

事
務
官
神
谷
初
之
助
が
帝
室
博
物
館
総
長
心
得
に
就
任
し
、
職
務
を
継
承
し
た

）
（1（
（

。

む
す
び
に
か
え
て

帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
た
る
森
林
太
郎
（
鷗
外
）
が
携
わ
っ
た
職
務
に
つ
い
て
、

小
稿
で
は
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
公
文
書
類
を
中
心
に
関
係
資
料
の
紹
介
に
努
め
た
が
、

森
の
多
岐
に
亙
る
職
務
・
事
蹟
と
取
り
組
み
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、
ご
く
一
部
を
採
り

上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
「
森
鷗
外
研
究
」
で
は
未
開
拓
の
公
文

書
類
と
事
実
関
係
を
紹
介
で
き
た
こ
と
が
、
森
鷗
外
を
始
め
関
係
分
野
の
調
査
研
究
に
僅

か
で
も
寄
与
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

小
稿
の
冒
頭
で
引
用
し
た
如
く
、
森
は
図
書
頭
就
任
時
に
皇
室
の
た
め
に
「
蠹
魚
」
を

取
り
去
ろ
う
と
表
明
し
て
お
り
、
長
女
茉
莉
の
「
日
常
の
言
動
か
ら
推
す
と
父
は
帝
室
主

義
だ
っ
た
が
、
こ
れ
は
宮
中
の
奥
深
く
参
内
す
る
光
栄
を
得
て
い
た
為
と
、
和
漢
の
書
を

深
く
読
ん
で
い
た
為
と
で
あ
ろ
う
」
と
の
評
も
あ
る

）
（10
（

。
し
た
が
っ
て
、
森
が
「
帝
諡
考
」

や
「
元
号
考
」
及
び
六
国
史
校
訂
事
業
等
の
よ
う
な
皇
室
の
歴
史
の
根
幹
に
関
わ
る
資
料

作
成
を
学
究
的
に
進
め
た
こ
と
な
ど
は
、
森
の
志
向
や
力
量
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
り
、
図

書
頭
と
し
て
目
指
す
方
向
性
の
特
徴
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
小
稿
で
は
詳
述
し

な
か
っ
た
が
、
例
え
ば
図
書
寮
庁
舎
や
職
員
等
の
管
理

）
（10
（

を
含
む
職
務
全
般
の
精
力
的
な
遂

行
ぶ
り
も
、
表
２
で
看
取
さ
れ
る
如
く
、
図
書
頭
と
し
て
の
偏
ら
な
い
執
務
が
窺
え
、
森

の
人
物
像
を
捉
え
る
上
で
も
注
目
に
値
す
る

）
（10
（

。

今
後
の
展
望
に
触
れ
る
と
、
森
の
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
在
任
中
の
関
係
資
料
を

可
能
な
限
り
網
羅
的
に
集
積
し
、
全
容
解
明
を
試
み
る
こ
と
に
加
え
、
例
え
ば
森
の
自
筆

文
書
が
如
何
程
含
ま
れ
る
か
の
確
認

）
（10
（

も
課
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
主
題
が
宮
内
官
の

職
務
で
あ
る
上
、
六
国
史
校
訂
事
業
や
天
寿
国
曼
荼
羅
等
の
正
倉
院
御
物
の
如
く
森
と
は

同
時
代
で
な
い
古
代
史
や
美
術
史
等
の
分
析
が
必
要
と
な
る
研
究
対
象
も
含
ま
れ
、
解
明

す
べ
き
対
象
は
幅
広
く
、
か
つ
深
い
。
し
た
が
っ
て
、
森
の
実
像
解
明
に
は
、「
文
豪
」

と
い
う
語
義
・
語
感
を
柔
軟
に
捉
え
る
こ
と
が
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
も
想
像

に
難
く
な
い
。
さ
ら
に
、
森
の
動
静
を
知
ら
し
め
る
公
文
書
類
（
上
掲
の
「
館
史
資
料
」

を
含
む
）
の
大
半
が
未
刊
資
料
で
あ
り
、
次
代
の
『
鷗
外
全
集
』
等
に
如
何
様
に
採
録
す

る
か
に
つ
い
て
も
、
充
分
に
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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周
知
の
よ
う
に
森
鷗
外
の
全
集
は
、
過
去
に
幾
つ
か
の
種
類
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
各
全

集
の
内
容
や
異
同
等
に
つ
い
て
は
、
山
崎
一
頴
『
森
鷗
外
論
攷
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）、

鷗
出
版
編
集
部
編
『『
鷗
外
全
集
』
資
料
集
─
鷗
外
全
集
刊
行
会
版
─
』（
鷗
出
版
、
二
〇
〇
九

年
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
小
稿
で
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
森
林
太
郎
『
鷗
外
全

集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
〜
七
五
年
版
）
を
使
用
し
、
以
下
、
原
則
と
し
て
書
名
及
び
巻

数
の
み
を
記
載
す
る
。

（
（
）　

森
鷗
外
の
名
を
冠
す
る
記
念
館
と
し
て
は
、
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
、
島
根
県
鹿
足
郡

津
和
野
町
の
森
鷗
外
旧
宅
に
隣
接
す
る
森
鷗
外
記
念
館
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
森
鷗

外
記
念
館
が
あ
る
。
ま
た
、
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
に
は
、
鷗
外
の
旧
蔵
書
を
蔵
す
る
鷗

外
文
庫
が
あ
る
。
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
は
、
同
区
立
鷗
外
記
念
本
郷
図
書
館
（
現
・
同
区

立
本
郷
図
書
館
）
の
鷗
外
記
念
室
が
母
体
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
、
鷗
外
の
旧
居
「
観
潮
楼
」
の

跡
地
に
建
つ
。
こ
の
両
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
主
な
図
録
・
目
録
類
に
は
、
文
京
区
立
鷗
外
記
念

本
郷
図
書
館
編
『
森
鷗
外
資
料
目
録　

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
版
』（
同
館
、
二
〇
〇

一
年
）、
文
京
区
立
本
郷
図
書
館
鷗
外
記
念
室
編
『
写
真
で
た
ど
る
森
鷗
外
の
生
涯
─
生
誕
一

四
〇
年
記
念
─
』（
同
室
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
室
編
『
鷗
外
愛
用
の
品
々
』（
同
室
、
二
〇
〇

四
年
）、
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
編
『
開
館
記
念
特
別
展
「
一
五
〇
年
目
の
鷗
外
・
観
潮
楼

か
ら
は
じ
ま
る
」
展
』（
同
館
、
二
〇
一
二
年
）、
同
館
編
『
特
別
展
「
ド
ク
ト
ル
・
リ
ン
タ
ロ

ウ　

医
学
者
と
し
て
の
鷗
外
」』（
同
館
、
二
〇
一
五
年
）、
同
館
編
『
特
別
展　

私
が
わ
た
し

で
あ
る
こ
と　

森
家
の
女
性
た
ち　

喜
美
子
、
志
げ
、
茉
莉
、
杏
奴
』（
同
館
、
二
〇
一
六
年
）

等
の
他
、
図
録
で
は
な
い
が
同
館
編
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展　

奈
良
、
京
都
の
鷗
外
─
今
日
オ
ク

ラ
ガ
ア
キ
マ
シ
タ
。」（『
鷗
外　

文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
』
第
一
三
号
、
二
〇
一

五
年
）
が
小
稿
の
参
考
に
な
る
。
他
に
、
森
鷗
外
記
念
会
の
刊
行
物
に
は
、
野
田
宇
太
郎
・
長

谷
川
泉
校
訂
『
森
鷗
外
「
自
紀
材
料
」
全
三
巻
自
筆
覆
刻
版
』（
森
鷗
外
記
念
会
、
一
九
六
九

年
）、
森
鷗
外
記
念
会
編
『
鷗
外
印
譜
』（
同
会
、
一
九
八
八
年
、『
日
本
書
誌
学
大
系　

五
八
』

別
装
版
）
の
他
、
同
会
の
機
関
誌
に
『
鷗
外
』
編
集
委
員
会
編
『
鷗
外
』（
年
二
回
刊
行
）
が

あ
る
。
一
方
、
津
和
野
町
の
森
鷗
外
記
念
館
の
図
録
類
に
は
、
同
館
編
『
鷗
外
忌
特
別
展
図
録　

「
鷗
外
の
終
焉
」』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
同
館
編
『
森
鷗
外　

明
治
知
識
人
の
歩

ん
だ
道
』（
同
館
編
、
一
九
九
九
年
増
補
改
定
）
等
が
あ
る
。

（
（
）　

森
鷗
外
に
関
す
る
研
究
・
参
考
文
献
は
枚
挙
に
暇
が
な
く
、
既
出
の
他
、
ご
く
一
部
を
掲

げ
る
に
留
め
る
。
山
崎
一
頴
『
森
鷗
外　

明
治
人
の
生
き
方
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）、

同
監
修
『
別
冊
太
陽　

日
本
の
こ
こ
ろ
一
九
三　

森
鷗
外　

近
代
文
学
界
の
傑
人
』（
平
凡
社
、

二
〇
一
二
年
）、
山
崎
國
紀
『
評
伝
森
鷗
外
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）、
須
田
喜
代
次

『
位
相
鷗
外
森
林
太
郎
』（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）、
大
塚
美
保
「
帝
室
制
度
審
議
会
と

鷗
外
晩
年
の
業
績
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
第
一
一
七
号
、
二
〇
一
一
年
）
等
。
近
年
の
展

示
図
録
に
は
島
根
県
立
石
見
美
術
館
・
和
歌
山
県
立
近
代
美
術
館
・
静
岡
県
立
美
術
館
編『「
森

鷗
外
と
美
術
」
展
図
録
』（
森
鷗
外
と
美
術
展
実
行
委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）、
神
奈
川
文
学
振

興
会
編
『
森
鷗
外
展
─
近
代
の
扉
を
ひ
ら
く
』（
神
奈
川
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
・
神
奈
川

文
学
振
興
会
、
二
〇
〇
九
年
）
等
が
あ
り
、
鷗
外
の
年
譜
で
は
苦
木
虎
雄
『
鷗
外
研
究
年
表
』

（
鷗
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。

（
（
）　

例
え
ば
、
鷗
外
の
親
族
の
回
顧
と
し
て
主
要
な
も
の
に
、
鷗
外
の
妹
の
小
金
井
喜
美
子

『
森
鷗
外
の
系
族
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年
）、
同
『
鷗
外
の
思
い
出
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
九
九
年
）、
弟
の
森
潤
三
郎
『
鷗
外
森
林
太
郎
』（
丸
井
書
店
、
一
九
四
二
年
）、
長

男
の
森
於
莵
『
森
鷗
外
』（
養
徳
社
、
一
九
四
九
年
）、
同
『
父
親
と
し
て
の
森
鷗
外
』（
筑
摩

叢
書
、
一
九
六
九
年
）、
長
女
の
森
茉
莉
『
父
の
帽
子
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
一
年
）、

同
『
記
憶
の
絵
』（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
九
二
年
）、
次
女
の
小
堀
杏
奴
『
晩
年
の
父
』（
岩
波

文
庫
、
一
九
九
一
年
）、
三
男
の
森
類
『
鷗
外
の
子
供
た
ち
─
あ
と
に
残
さ
れ
た
も
の
の
記
録

─
』（
光
文
社
、
一
九
五
六
年
）、
同
『
森
家
の
人
び
と　

鷗
外
の
末
子
の
眼
か
ら
』（
三
一
書

房
、
一
九
九
八
年
）、
孫
の
小
堀
鷗
一
郎
・
横
光
桃
子
編
『
鷗
外
の
遺
産
』
全
三
巻
（
幻
戯
書

房
、
二
〇
〇
四
〜
〇
六
年
）、
曾
孫
の
森
千
里
『
鷗
外
と
脚
気　

曾
祖
父
の
足
跡
を
訪
ね
て
』

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、
回
顧
で
は
な
い
が
、
山
崎
國
紀
編
『
増

補
版
森
鷗
外
・
母
の
日
記
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
八
年
）
は
、
母
峰
子
の
日
記
の
翻
刻
で
あ

り
、
森
の
動
向
や
そ
れ
に
対
す
る
母
の
思
い
も
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
鷗
外
の
部
下
の
回
顧

と
し
て
は
、
例
え
ば
、
五
味
均
平
「
宮
内
省
図
書
頭
と
し
て
の
森
博
士
」・
神
谷
初
之
助
「
帝



（ （0 ）

室
博
物
館
長
と
し
て
の
森
先
生
」（『
新
小
説
』
第
二
七
年
第
九
号
─
臨
時
増
刊
文
豪
鷗
外
森
林

太
郎
─
、
一
九
二
二
年
）、
吉
田
増
蔵
「
森
先
生
に
就
て
」（『
明
星
』
第
二
巻
第
四
号
、
一
九

二
二
年
）、
同
「
鷗
外
先
生
を
追
憶
し
て
」（『
文
学
』
第
四
巻
第
六
号
、
一
九
三
六
年
）、
秋
山

光
夫
「
博
物
館
総
長
時
代
」（『
文
芸
』
第
一
巻
第
六
号
、
一
九
六
二
年
）、
東
京
国
立
博
物
館

編
『
博
物
館
ノ
思
出
』（
同
館
、
一
九
七
二
年
）、
森
永
武
治
「
宮
内
省
図
書
頭
・
森
林
太
郎
─

私
が
接
し
た
晩
年
の
鷗
外
先
生
─
」（『
図
書
』
第
三
五
九
号
、
一
九
七
九
年
）
等
が
あ
る
。
他

に
、
類
似
の
回
顧
と
し
て
、
渋
川
驍
「
森
鷗
外
と
図
書
寮
」（『
読
書
春
秋
』
第
六
巻
第
一
〇
号
、

一
九
五
五
年
）
等
が
あ
る
。

（
5
）　

例
え
ば
、
図
書
寮
に
関
す
る
も
の
で
は
、
森
鷗
外
が
第
一
の
研
究
対
象
で
な
い
文
献
を
含

む
が
、
藤
井
譲
治
・
吉
岡
真
之
監
修
『
天
皇
皇
族
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
〜
一
一

年
）、
所
功
「『
天
皇
・
皇
族
実
録
』
の
成
立
過
程
」（『
産
大
法
学
』
第
四
〇
巻
第
一
号
、
二
〇

〇
六
年
）、
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
編
『
宮
内
省
の
編
纂
事
業
』（
同
部
、
二
〇
〇
七
年
）、
堀

口
修
『
宮
内
省
の
公
文
書
類
と
図
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
創
泉
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

ま
た
、
前
掲
註
（
（
）『
森
鷗
外
論
攷
』
で
は
、
森
鷗
外
の
図
書
頭
在
職
中
に
作
成
さ
れ
た

「
洋
書
目
録
」
に
つ
い
て
、
元
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
図
書
調
査
官
八
嶌
正
治
が
書
陵
部
の

「
公
文
書
」
を
調
査
し
た
回
答
を
引
用
し
て
い
る
。

（
6
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
六
巻
一
一
三
〇
号
文
書
。

（
（
）　

こ
の
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
藤
川
正
数
『
森
鷗
外
と
漢
詩
』（
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
一
年
）

等
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
小
稿
も
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
（
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
一
九
巻
の
「
十
二
月
廿
五
日
作
」（
大
正
六
年
）
が
、『
大
正
詩
文
』
に

掲
載
さ
れ
た
鷗
外
の
漢
詩
で
あ
る
。

（
（
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
六
巻
一
一
三
九
号
文
書
。

（
（0
）　

前
掲
註
（
5
）
参
照
。
な
お
、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
「
書
陵
部
所
蔵

資
料
目
録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
で
宮
内
公
文
書
館
の
所
蔵
資
料
を
検
索
で
き
る
。
小
稿
で

は
、
同
館
所
蔵
資
料
に
は
文
書
の
初
出
ご
と
に
「
識
別
番
号
」
を
註
記
し
た
。

（
（（
）　

帝
室
博
物
館
関
係
の
公
文
書
類
の
大
半
は
、
東
京
国
立
博
物
館
が
「
館
史
資
料
」
と
し
て

所
蔵
す
る
。
同
館
の
資
料
館
閲
覧
室
に
は
「
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
目

録
」
が
あ
り
、
各
文
書
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
閲
覧
で
き
る
。
帝
室
博
物
館
に
関
す
る
先
学

の
研
究
で
「
館
史
資
料
」
を
使
用
し
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
東
京
国
立
博
物
館
編
『
東

京
国
立
博
物
館
百
年
史
』（
同
館
、
一
九
七
三
年
）、
同
館
編
『
東
京
国
立
博
物
館
の
歴
史
一　

皇
室
と
東
京
帝
室
博
物
館
』（
同
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
竹
盛
天
雄
・
山
崎
一
頴
・
高
橋
裕
次
監

修
『
鷗
外
自
筆　

帝
室
博
物
館
蔵
書
解
題
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）、
高
橋
裕
次
「
帝

室
博
物
館
の
変
遷
と
、
森
鷗
外
の
「
発
見
」
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
第
六
一
〇
号
、

二
〇
〇
七
年
）、
東
京
国
立
博
物
館
企
画
課
出
版
企
画
室
編
『
東
京
国
立
博
物
館
一
四
〇
周
年

特
集
陳
列　

生
誕
一
五
〇
年
帝
室
博
物
館
総
長
森
鷗
外
』（
同
館
、
二
〇
一
二
年
）、
田
良
島
哲

「（
資
料
紹
介
）
森
鷗
外
自
筆
原
稿
「
上
野
公
園
ノ
法
律
上
ノ
性
質
」」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
第

六
四
五
号
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「（
研
究
ノ
ー
ト
）
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
古
賀
穀
堂
遺

稿
」
と
森
鷗
外
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
第
六
五
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）
等
が
あ
る
。

（
（（
）　

森
は
留
学
中
の
模
様
を
「
独
逸
日
記
」
等
に
書
き
留
め
た
（『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
）。

な
お
、『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
に
所
収
の
日
記
類
に
つ
い
て
は
、
以
後
、
原
則
と
し
て
こ
の

出
典
で
あ
る
全
集
の
書
名
・
巻
数
を
記
さ
な
い
。

（
（（
）　
「
自
紀
材
料
」
明
治
十
七
年
七
月
二
十
八
日
条
。
森
が
纏
め
た
系
譜
で
あ
る
が
日
記
形
式

で
あ
り
、『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
に
日
記
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
註
（
（
）『
森
鷗

外
「
自
紀
材
料
」
全
三
巻
自
筆
覆
刻
版
』
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀　

第
六
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）。
な
お
、
有
栖
川
宮

熾
仁
親
王
は
、
明
治
十
七
年
六
月
六
日
に
左
大
臣
と
し
て
参
議
福
岡
孝
弟
と
連
名
で
明
治
天
皇

に
森
の
留
学
の
件
を
上
奏
し
た
が
、「
熾
仁
親
王
御
日
記
一
八
」
明
治
十
七
年
（
識
別
番
号
三

五
八
〇
三
）
に
は
関
係
記
事
が
見
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ

ン
タ
ー
の
資
料
検
索
を
行
う
と
、
森
の
留
学
等
の
資
料
も
見
出
せ
る
。

（
（5
）　

式
部
職
「
拝
謁
参
拝
録
」
明
治
十
七
年
（
識
別
番
号
一
六
七
六
）
第
一
九
号
文
書
。
ち
な

み
に
、
決
裁
欄
の
「
卿
」
は
塗
抹
さ
れ
、
宮
内
卿
の
押
印
が
な
い
。

（
（6
）　
「
自
紀
材
料
」
明
治
二
十
一
年
九
月
二
十
七
日
条
。

（
（（
）　

式
部
職
「
拝
謁
参
拝
録
」
明
治
二
十
一
年
（
識
別
番
号
一
六
八
〇
）
第
一
九
号
（
一
）
文

書
。



（ （（ ）

（
（（
）　
「
侍
従
長
徳
大
寺
実
則
日
記
二
」
明
治
二
十
一
年
（
識
別
番
号
三
五
九
八
二
）
九
月
二
十

七
日
条
。

（
（（
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
六
巻
七
四
八
号
文
書
。

（
（0
）　

前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
森
林
太
郎
』
に
、「
二
月
五
日
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
を
仰
付
け
ら
れ

た
。
こ
の
拝
命
は
当
時
宮
内
省
で
衛
生
上
の
顧
慮
か
ら
、
大
膳
寮
に
完
全
な
施
設
を
な
す
べ
き

必
要
を
認
め
た
が
、
侍
医
寮
は
平
素
こ
の
衛
生
試
験
等
に
関
係
し
な
い
の
で
、
特
に
そ
の
建
築

及
び
指
揮
を
託
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

大
臣
官
房
秘
書
課
「
進
退
録
一
」
大
正
二
年
（
識
別
番
号
二
〇
八
五
四
─
一
）
第
二
〇
号

文
書
。
宮
内
大
臣
渡
辺
千
秋
は
「
宮
中
衛
生
之
事
項
嘱
託
」
と
記
し
て
い
る
。

（
（（
）　

同
右
、
第
二
九
号
文
書
。

（
（（
）　

鈴
木
繁
「
土
木
学
会
選
奨
旭
川
軍
用
水
道
と
森
林
太
郎
（
鷗
外
）
陸
軍
省
医
務
局
長
」

（『
鷗
外
』
第
九
五
号
、
二
〇
一
四
年
）
が
、
臨
時
宮
内
省
御
用
掛
の
職
務
に
言
及
し
て
い
る
。

（
（（
）　

図
書
寮
「
侍
従
日
記
五
」
大
正
二
年
（
識
別
番
号
七
五
一
六
七
）
二
月
五
日
条
。

（
（5
）　

侍
従
職
「
往
復
通
牒
録
一
」
大
正
二
年
（
識
別
番
号
一
一
四
六
六
─
一
）
第
一
六
号
文
書
。

本
件
の
照
会
文
書
は
蒟
蒻
版
で
、
宛
先
の
み
墨
書
で
あ
る
。

（
（6
）　

例
え
ば
内
匠
寮
「
工
事
録
三
」
大
正
二
年
（
識
別
番
号
四
〇
〇
〇
─
三
）、
同
「
工
事
録

三
」
大
正
三
年
（
識
別
番
号
四
〇
〇
一
─
三
）
等
に
水
道
・
消
毒
・
濾
過
に
関
す
る
工
事
が
散

見
さ
れ
る
が
、
森
の
宮
内
大
臣
へ
の
意
見
が
反
映
し
た
も
の
か
否
か
を
含
め
、
検
証
は
後
考
に

俟
ち
た
い
。
ま
た
、「
侍
従
長
徳
大
寺
実
則
日
記
一
〇
」（
識
別
番
号
三
五
九
九
〇
）
に
は
、
例

え
ば
省
内
の
給
湯
の
修
理
、
葉
山
御
用
邸
の
水
道
敷
設
等
、
宮
中
の
衛
生
と
の
関
連
性
を
窺
え

る
文
言
も
見
ら
れ
る
が
、
森
の
職
務
に
直
結
す
る
か
は
未
詳
で
あ
る
。
大
正
三
年
四
月
十
三
日

条
に
は
、「
経
済
会
議
」
と
し
て
「
大
正
博
覧
会
内
私
設
衛
生
館
ニ
出
陳
ノ
為
宮
内
省
消
毒
所

ノ
模
型
及
写
真
類
調
整
ニ
要
ス
ル
経
費
金
六
百
参
拾
五
円
ヲ
大
正
三
年
度
通
常
会
計
第
二
予
備

金
ヨ
リ
支
出
ノ
件
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
森
の
職
務
と
の
関
連
を
俄
に
判
断
し
得
な

い
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
森
林
太
郎
』
の
口
絵
に
は
、
大
正
四
年
の
「
大
正
天
皇
の
御
下
命

に
応
し
て
献
上
せ
る
五
言
律
の
副
書
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漢
詩
は
、『
鷗
外
全
集
』

第
一
九
巻
に
「
大
正
四
年
乙
卯
春
日
恭
賦
」
と
題
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
二
六
巻
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
愛
用
の
品
々
』。

（
（0
）　

森
の
辞
令
に
関
す
る
文
書
は
、
大
臣
官
房
秘
書
課
「
進
退
録
三
」
大
正
六
年
（
識
別
番
号

二
〇
八
五
八
─
三
）
第
二
七
五
号
文
書
に
あ
り
、『
官
報
』
に
対
応
す
る
。
森
の
帝
室
博
物
館

総
長
兼
図
書
頭
就
任
の
背
景
事
情
に
つ
い
て
、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
公
文
書
類
に
は
具
体
的

に
解
き
明
か
す
文
書
は
管
見
に
な
い
が
、
例
え
ば
東
野
治
之
「
小
杉
榲
邨
旧
蔵
の
正
倉
院
及
び

法
隆
寺
献
納
御
物
─
そ
の
売
却
事
件
と
鷗
外
の
博
物
館
総
長
就
任
─
」（
直
木
孝
次
郎
先
生
古

稀
記
念
会
編
『
古
代
史
論
集
』
下
巻
、
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
）、
前
掲
註
（
（
）『
森
鷗
外
論

攷
』
等
で
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
等
を
用
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
森
の
図
書
頭
在
任
当
時
、

図
書
寮
庁
舎
の
所
在
地
は
麹
町
区
三
年
町
で
あ
っ
た
。
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
大
正
二
〜
九
年

（
識
別
番
号
二
四
一
八
三
）
大
正
七
年
第
六
号
文
書
に
は
、
森
の
決
裁
に
か
か
る
図
書
寮
庁
舎

等
の
調
査
書
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
「
○
図
書
寮
沿
革
」
に
明
治
「
三
十
二
年
一
月

二
十
八
日
庁
舎
及
文
庫
ヲ
三
年
町
御
料
地
内
旧
学
習
院
跡
ノ
建
物
ニ
移
転
、
現
今
ニ
及
フ
」
と

あ
る
。
森
は
、
明
治
二
十
五
年
以
来
、
本
郷
区
駒
込
千
駄
木
町
二
十
一
番
地
に
居
住
し
、
市
電

を
利
用
し
て
図
書
寮
に
通
勤
し
て
お
り
、
例
え
ば
前
掲
註
（
（
）『
晩
年
の
父
』
に
所
収
の

「
思
出
」
に
は
、
そ
の
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
明
治
期
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
図

書
寮
の
読
み
は
、「
ず
し
ょ
り
ょ
う
」
と
「
と
し
ょ
り
ょ
う
」
の
両
方
が
確
認
で
き
、
一
定
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
（
宮
間
純
一
「
宮
内
省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
の
組
織
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
一　

図
書
寮
・
書
陵
部
に
お
け
る
官
制
・
事
務
分
掌
の
歴
史
的
変
遷
」『
書
陵
部

紀
要
』
第
六
四
号
、
二
〇
一
三
年
）。
ま
た
、
前
掲
註
（
（
）『
森
家
の
人
び
と　

鷗
外
の
末
子

の
眼
か
ら
』
に
収
め
ら
れ
た
「
不
肖
の
子
」
の
中
で
森
類
は
、「
或
日
父
が
、「
ト
シ
ヨ
ノ
カ

ミ
」
に
な
つ
た
」
云
々
と
回
顧
し
て
お
り
、
森
家
で
は
図
書
頭
を
「
と
し
ょ
の
か
み
」
と
音
読

し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
森
の
在
任
中
の
編
修
課
「
日
誌
」
大
正
六
〜
八
年
（
識
別
番
号
四

八
三
三
七
〜
九
。
図
書
寮
当
時
の
編
修
課
の
業
務
日
誌
）
に
は
屡
々
「
寮
頭
」
と
あ
り
、
森
の

部
下
の
回
顧
に
も
森
が
「
寮
頭
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
記
す
も
の
も
あ
る
（
前
掲
註
（
（
）

「
宮
内
省
図
書
頭
・
森
林
太
郎
─
私
が
接
し
た
晩
年
の
鷗
外
先
生
─
」
等
）。「
寮
頭
」
を
「
り
ょ



（ （（ ）

う
と
う
」
と
読
ん
だ
と
察
す
る
と
、
図
書
頭
の
読
み
も
「
ず
し
ょ
の
か
み
」・「
と
し
ょ
の
か

み
」・「
と
し
ょ
と
う
」
の
よ
う
に
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（（
）　

編
修
課
「
日
誌
」
大
正
六
年
（
識
別
番
号
四
八
三
三
七
）。
編
修
課
「
日
誌
」
に
は
、
編

修
に
要
す
る
宮
内
省
内
外
の
資
料
の
借
用
、
編
修
の
進
捗
状
況
等
が
略
記
さ
れ
、
図
書
頭
た
る

森
の
管
理
業
務
の
一
端
が
窺
え
、
森
の
出
勤
日
に
は
「
寮
頭
已
下
出
頭
」、「
寮
頭
出
」
と
い
っ

た
記
載
が
あ
る
。「
日
誌
」
大
正
七
年
（
識
別
番
号
四
八
三
三
八
）
に
は
、
森
が
編
修
課
内
に

回
覧
し
た
文
書
の
引
用
が
あ
る
（
七
月
十
五
日
条
の
墓
参
目
的
に
よ
る
休
暇
の
原
則
不
許
可
、

十
二
月
九
日
条
の
欠
勤
・
遅
刻
に
関
す
る
年
末
勉
励
手
当
金
の
減
額
。
図
書
寮
「
例
規
録
」
大

正
六
〜
七
年
（
識
別
番
号
二
六
九
二
）
大
正
七
年
第
五
・
六
号
文
書
参
照
）。
ま
た
、「
日
誌
」

の
十
二
月
二
十
七
日
条
に
は
、
翌
日
の
森
の
日
記
「
委
蛇
録
」
に
記
さ
れ
た
「
参
館
。
饗
館
寮

僚
属
於
館
」
と
合
致
す
る
記
載
が
あ
り
、

一
、
明
二
十
八
日
御
用
仕
舞
ニ
付
、
図
書
頭
ヨ
リ
粗
菓
ヲ
呈
シ
度
候
間
、
同
日
午
後
ヨ
リ

帝
室
博
物
館
ヘ
御
参
集
相
成
度
、
依
命
此
段
御
通
知
申
上
候
也
、

大
正
七
年
十
二
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

庶
務
掛

五
味
均
平
殿　
　

以
下
連
名
宛

　

と
の
通
知
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
図
書
寮
「
侍
従
日
記
二
八
」
大
正
六
年
（
識
別
番
号
七

五
一
九
〇
）
十
二
月
二
十
五
日
条
等
に
、
森
の
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
就
任
に
関
す
る
記

載
は
見
ら
れ
ず
、
侍
従
職
「
侍
従
日
記
一
」
か
ら
「
侍
従
日
記
七
」
大
正
七
年
（
識
別
番
号
八

一
五
三
一
〜
七
）
も
、
森
の
動
静
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（0
）「
宮
内
省
・
宮
内
府
・
宮
内
庁
の
組
織
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
一　

図
書

寮
・
書
陵
部
に
お
け
る
官
制
・
事
務
分
掌
の
歴
史
的
変
遷
」
を
参
照
。

（
（（
）　

明
治
四
十
年
皇
室
令
第
三
号
、『
官
報
』
明
治
四
十
年
十
一
月
一
日
。
な
お
、
こ
の
皇
室

令
の
正
本
及
び
そ
の
附
属
書
類
は
、
調
査
課
「
皇
室
令
録
二
」
明
治
四
十
年
（
識
別
番
号
一
三

〇
四
〇
─
二
）
の
第
五
・
六
号
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

大
正
十
年
皇
室
令
第
七
号
、『
官
報
』
大
正
十
年
十
月
七
日
。
な
お
、
こ
の
皇
室
令
の
正

本
及
び
そ
の
附
属
書
類
は
、
調
査
課
「
皇
室
令
録
一
」
大
正
十
年
（
識
別
番
号
一
三
〇
五
五
─

一
）
の
第
一
三
・
一
四
号
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
（5
）　

前
掲
註
（
（（
）「
例
規
録
」
大
正
六
年
第
二
号
文
書
・
同
七
年
第
二
号
文
書
。

（
（6
）　

図
書
寮
「
図
書
録
」
の
巻
頭
目
録
は
、
小
倉
慈
司
『
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
図
書
録
』

（
戦
前
期
）
件
名
目
録
』（
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
二
四
五
二

〇
七
九
〇
「
図
書
寮
蔵
書
形
成
過
程
の
基
礎
的
研
究
」
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
五
年
）
に

明
治
六
年
か
ら
昭
和
二
十
一
年
ま
で
一
覧
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
正
十
年
の
場
合
、

「
図
書
録
」
所
収
の
第
一
四
号
文
書
「
図
書
借
入
ニ
関
ス
ル
往
復
書
類
」
は
、
図
書
寮
編
修
課

の
実
録
掛
や
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
に
よ
る
編
修
事
業
等
の
た
め
に
外
部
か
ら
関
係
資
料
を
借

用
し
た
際
の
個
々
の
記
録
文
書
を
、
一
年
を
通
じ
て
一
括
し
て
編
綴
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
小

倉
の
『
件
名
目
録
』
で
は
第
一
四
号
文
書
の
個
々
の
件
名
を
挙
げ
て
い
な
い
。
小
稿
で
は
こ
の

「
図
書
借
入
」
に
も
着
目
し
、
表
２
で
は
第
一
四
号
文
書
の
個
々
の
件
名
を
一
件
ご
と
に
分
け

て
記
載
し
、
森
が
案
件
ご
と
に
関
与
し
た
月
日
も
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
結
果
、
大
正
十

年
で
は
「
図
書
借
入
」
に
関
す
る
案
件
が
八
〇
件
を
超
え
て
お
り
（
大
半
が
天
皇
皇
族
実
録
関

係
）、
森
が
扱
っ
た
公
文
書
類
の
中
で
は
事
実
上
最
多
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ

う
し
た
「
図
書
借
入
」
の
検
証
は
、
編
修
事
業
の
具
体
的
な
過
程
を
知
る
上
で
も
重
要
で
あ
る

が
、
表
２
で
は
「
図
書
借
入
」
に
つ
い
て
は
資
料
の
所
蔵
者
名
を
挙
げ
る
に
留
め
、
借
用
書
名

は
割
愛
し
た
。
参
考
ま
で
に
一
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
一
月
八
日
付
の
決
裁
文
書
は
、
東
京
帝

国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
の
「
堯
恕
法
親
王
記
」（
寛
文
三
年
〜
元
禄
八
年
、
三
四
冊
）
を

借
用
す
る
目
的
の
照
会
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
十
一
日
付
の
決
裁
文
書
が
「
堯
恕
法
親
王

記
」
三
三
冊
と
「
堯
恕
法
親
王
行
状
記
」
一
冊
の
借
用
証
で
あ
る
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（
）「
博
物
館
総
長
時
代
」
に
よ
れ
ば
、
森
は
諡
「
高
湛
」
か
ら
「
湛
」
の
字

を
花
押
に
用
い
た
。

（
（（
）　

図
書
寮
「
皇
統
譜　

皇
室
籍
」（
識
別
番
号
五
〇
〇
〇
三
、
正
本
）。「
皇
統
譜
」
は
天
皇

及
び
皇
族
の
戸
籍
に
相
当
し
、
宮
内
公
文
書
館
は
大
正
十
五
年
に
皇
統
譜
令
の
施
行
に
よ
っ
て

更
新
さ
れ
る
前
の
「
旧
皇
統
譜
」
と
関
係
文
書
を
所
蔵
す
る
。
な
お
、
森
の
筆
跡
に
つ
い
て
、

前
掲
註
（
（（
）「（
資
料
紹
介
）
森
鷗
外
自
筆
原
稿
「
上
野
公
園
ノ
法
律
上
ノ
性
質
」」
で
は

「
あ
た
か
も
カ
イ
ゼ
ル
髭
の
よ
う
な
右
払
い
」
等
の
例
を
示
し
て
お
り
、
他
に
前
掲
註
（
（
）

『
森
鷗
外
「
自
紀
材
料
」
全
三
巻
自
筆
覆
刻
版
』
等
が
参
考
に
な
る
。



（ （（ ）

（
（（
）　

図
書
寮
「
皇
統
譜
録
」
大
正
六
〜
十
年
（
識
別
番
号
二
六
七
一
）
大
正
八
年
第
二
号
文
書
。

摂
政
就
任
に
関
す
る
登
録
は
、
同
「
皇
統
譜
録
」
大
正
十
一
〜
十
二
年
（
識
別
番
号
二
六
七

二
）
大
正
十
一
年
第
一
号
文
書
。

（
（0
）　

前
掲
註
（
（0
）「
重
要
雑
録
」
大
正
二
〜
九
年
、
大
正
七
年
第
一
号
文
書
。「
林
太
郎
」
の

印
影
は
、
前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
印
譜
』
所
収
の
印
影
「
林
太
郎
」（
通
番
一
三
）
と
同
一
で
あ

る
。

（
（（
）　

識
別
番
号
七
二
〇
五
七
〜
六
一
、
七
三
七
八
二
〜
七
、
七
三
八
四
〇
〜
七
、
九
三
六
一
六

〜
九
。

（
（（
）　

識
別
番
号
七
三
八
四
一
。

（
（（
）　

識
別
番
号
七
三
八
四
一
〜
三
。

（
（（
）　
『
鷗
外
全
集
』
第
三
八
巻
所
収
の
「
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革

序
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（5
）　

吉
岡
真
之
「
序
」・「
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
校
訂
事
業
」（
同
『
古
代
文
献
の
基
礎
的

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）、
前
掲
註
（
5
）『
宮
内
省
の
編
纂
事
業
』。
な
お
、
阿

部
恵
子
編
『
元
宮
内
省
図
書
寮
編
修
官
田
辺
勝
哉
関
係
年
譜
』（
同
、
二
〇
〇
五
年
）
に
も
、

若
干
な
が
ら
事
業
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
。

（
（6
）　

い
ず
れ
も
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
。「
校
訂
六
国
史
考
異
」（
函
架
番
号
五
〇
九

─
一
〇
）、「
校
訂
六
国
史
考
文
」（
函
架
番
号
五
〇
九
─
一
一
）。

（
（（
）　

外
題
は
「
六
国
史
関
係
雑
書
類
」
で
、「
校
訂
六
国
史
（
校
合
本
）」（
函
架
番
号
五
〇
九

─
九
）
の
「
附
属
書
類
」（
全
一
〇
冊
）
で
あ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
和
漢
図
書
分
類
目
録　

増
加
一
』（
同
部
、
一
九
六
八
年
）
を
参
照
。
前
掲
註
（
（5
）「
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
校
訂

事
業
」
や
前
掲
註
（
5
）『
宮
内
省
の
編
纂
事
業
』
で
は
、「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係

録
」、「
六
国
史
校
訂
準
備
書
類
」
等
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

編
修
課
「
天
皇
実
録
・
六
国
史
関
係
書
類
」（
識
別
番
号
四
七
九
二
七
）。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（
）「
博
物
館
総
長
時
代
」。
前
掲
註
（
（（
）「
六
国
史
校
訂
準
備
委
員
会
関
係

雑
書
類
」
の
「
日
誌
（
六
国
史
校
訂
準
備
掛
）」
大
正
九
〜
十
年
に
は
、
例
え
ば
同
九
年
十
一

月
二
十
五
日
条
に
「
一
、
考
文
二
冊　

一
至
十　

寮
頭
ノ
御
手
許
ヘ
廻
ス
」
と
あ
る
。

（
50
）　

前
掲
註
（
（5
）「
宮
内
省
に
お
け
る
六
国
史
校
訂
事
業
」
や
前
掲
註
（
5
）『
宮
内
省
の
編

纂
事
業
』
で
は
、
図
書
頭
決
裁
の
上
申
書
の
本
文
を
引
用
・
紹
介
し
て
い
る
。

（
5（
）　

大
臣
官
房
総
務
課
「
重
要
雑
録
」
大
正
五
〜
七
年
（
識
別
番
号
二
三
二
七
八
）
大
正
七
年

第
四
号
文
書
。

（
5（
）　

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

第
一
巻
上　

日
本
書
紀
前

篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
5（
）　

復
刻
は
藤
井
譲
治
・
吉
岡
真
之
監
修
・
解
説
『
天
皇
皇
族
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇

〇
五
〜
一
〇
年
）、
前
掲
註
（
5
）「『
天
皇
・
皇
族
実
録
』
の
成
立
過
程
」
及
び
『
宮
内
省
の

編
纂
事
業
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
件
に
関
す
る
「
図
書
頭
訓
示
」
が
『
鷗
外
全
集
』

第
三
八
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5（
）　

例
え
ば
、
内
蔵
寮
の
大
正
十
年
度
の
会
計
文
書
類
（
識
別
番
号
六
四
〇
一
二
〜
二
〇
）
に

も
「
帝
諡
考
」
の
刊
行
決
算
に
関
す
る
記
載
が
見
ら
れ
な
い
。「
元
号
考
」
は
森
の
死
去
に
よ

り
、
吉
田
増
蔵
が
引
き
継
い
だ
。
い
ず
れ
も
『
鷗
外
全
集
』
第
二
〇
巻
所
収
。

（
55
）　

図
書
寮
「
雑
件
録
」
大
正
十
一
〜
十
二
年
（
識
別
番
号
二
四
一
六
六
）
大
正
十
二
年
第
二

号
文
書
。

（
56
）　

文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
は
、「
帝
諡
考
（
上
篇
）」・「
帝
諡
攷
資
」・「
帝
諡
徴
」・「
帝
諡

徴　

続
」
を
所
蔵
す
る
（
前
掲
註
（
（
）『
森
鷗
外
資
料
目
録　

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）

版
』）。『
鷗
外
全
集
』
第
二
〇
巻
の
「
後
記
」
に
よ
る
と
、「
帝
諡
考
（
下
篇
）」
は
天
理
大
学

附
属
天
理
図
書
館
が
所
蔵
し
、
同
館
に
は
森
が
入
朱
し
た
「
帝
諡
考
」
の
校
正
原
稿
も
あ
る
。

森
が
「
委
蛇
録
」
に
記
し
た
「
帝
諡
考
」
の
浄
書
や
校
正
は
、
表
２
を
参
照
。
な
お
、
図
書
寮

が
印
刷
刊
行
し
た
『
帝
諡
考
』
の
う
ち
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号
一
四
六
―
二

七
二
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
公
開
）
を
見
る
と
、
巻
末
に
「
大
正
八
年
己
未
十
月
十
三
日　

図
書
頭

森
林
太
郎
稾
」
及
び
「
大
正
辛
酉
図
書
寮
付
印
止
一
百
本
是
為
第
六
拾
壹
本
」
と
あ
る
。

（
5（
）　

森
富
・
阿
部
武
彦
・
渡
辺
善
雄
『『
鷗
外
全
集
』
の
誕
生
─
森
潤
三
郎
あ
て
与
謝
野
寛
書

簡
群
の
研
究
』（
鴎
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
、
登
録
番
号
四
〇
七
一
八
六
。
森
富
は
、
晩

年
の
森
林
太
郎
が
命
名
し
た
孫
。
森
は
親
族
等
に
「
帝
諡
考
は
よ
く
出
来
た
」
と
語
っ
て
い
た

（
前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
森
林
太
郎
』・『
森
鷗
外
の
系
属
』）。
な
お
、
小
稿
で
紹
介
し
た
図
書
頭



（ （（ ）

杉
栄
三
郎
に
宛
て
た
与
謝
野
寛
の
願
書
は
、
与
謝
野
寛
・
与
謝
野
晶
子
著
、
逸
見
久
美
編
『
与

謝
野
寛
晶
子
書
簡
集
成
』
全
四
巻
（
八
木
書
店
、
二
〇
〇
一
〜
〇
三
年
）
に
未
収
で
あ
る
。

（
5（
）　

前
掲
註
（
（0
）「
重
要
雑
録
」
大
正
二
〜
九
年
、
図
書
寮
「
重
要
雑
録
」
大
正
十
〜
昭
和

五
年
（
識
別
番
号
二
四
一
八
五
）。
他
に
、
内
匠
寮
「
土
地
建
物
録
」
大
正
十
年
（
識
別
番
号

四
〇
四
五
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5（
）　

前
掲
註
（
（0
）「
重
要
雑
録
」
大
正
二
〜
九
年
、
大
正
九
年
第
一
号
文
書
。

（
60
）　

内
匠
寮
「
土
地
建
物
録
」
大
正
九
年
（
識
別
番
号
四
〇
四
四
）
第
五
号
文
書
。「
図
書
頭

印
」
が
押
さ
れ
た
通
牒
を
収
め
る
。

（
6（
）　

帝
室
会
計
審
査
局
「
報
告
原
書
」
大
正
八
〜
九
年
（
識
別
番
号
二
三
五
九
二
）。

（
6（
）　

例
え
ば
、「
委
蛇
録
」
大
正
九
年
六
月
七
日
条
に
「
石
原
次
官
咨
可
允
称
昭
憲
皇
后
否
。

予
告
以
可
允
」、
十
日
条
に
「
参
寮
。
薄
午
参
省
。
見
石
原
次
官
言
事
」
と
あ
る
。
前
掲
註

（
（
）『
森
鷗
外
資
料
目
録　

平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）
版
』）
に
は
、「
賀
古
鶴
所
文
書
」

に
「
鶴
所
手
記
〔
昭
憲
皇
后
問
題
覚
書
〕
一
通
、
一
〇
〇
〇
八
七
」
が
あ
る
。

（
6（
）　

前
掲
註
（
（0
）「
重
要
雑
録
」
大
正
二
〜
九
年
、
大
正
九
年
第
二
号
文
書
。

（
6（
）　

前
掲
註
（
（
）『
森
鷗
外
論
攷
』。
他
に
、
前
掲
註
（
（（
）『
東
京
国
立
博
物
館
百
年
史
』、

前
掲
註
（
（
）『
博
物
館
ノ
思
出
』
等
も
参
照
。
森
が
刊
行
さ
せ
た
『
帝
室
博
物
館
学
報
』
の

う
ち
、
上
真
行
・
多
忠
基
・
田
辺
尚
雄
『
正
倉
院
楽
器
の
調
査
報
告
』（『
帝
室
博
物
館
学
報
』

第
二
冊
、
一
九
二
一
年
）
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
三
名
の
御
物
拝
観
許
可
手
続
き

は
大
臣
官
房
総
務
課
「
正
倉
院
御
物
拝
観
録
」
明
治
四
十
三
〜
大
正
十
年
（
識
別
番
号
一
〇
七

四
四
）
第
九
四
・
九
五
号
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
65
）　

前
掲
註
（
（
）『
森
鷗
外
論
攷
』。

（
66
）　

前
掲
註
（
6（
）「
正
倉
院
御
物
拝
観
録
」。

（
6（
）　

同
右
、
第
九
〇
号
文
書
。

（
6（
）　

例
え
ば
、
前
掲
註
（
（
）『
博
物
館
ノ
思
出
』
所
収
の
松
島
順
正
「
正
倉
院
と
鷗
外
森
総

長
」
に
経
緯
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6（
）　

例
え
ば
、
松
本
包
夫
は
「
ま
ず
第
一
に
挙
げ
た
い
の
は
天
寿
国
繍
帳
の
残
片
の
発
見
で
あ

る
。（
○
中
略
）
整
理
が
は
じ
ま
っ
て
ま
だ
年
月
も
浅
い
大
正
八
年
、
た
ま
た
ま
整
理
し
て
い

た
辛
櫃
の
古
ぎ
れ
断
爛
塵
芥
中
か
ら
、
そ
の
残
片
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
発
見
し
た
の
は

「
利
令
者
椋
」
の
文
字
を
も
つ
亀
甲
形
と
僧
形
三
人
の
刺
繍
残
片
で
、
翌
九
年
原
本
繍
帳
の
所

蔵
者
中
宮
寺
の
願
出
に
よ
り
下
賜
さ
れ
た
」（
同
『
正
倉
院
ぎ
れ
』
学
生
社
、
一
九
八
二
年
）

と
、
大
正
八
年
の
発
見
、
同
九
年
の
下
賜
と
記
す
。
大
橋
一
章
は
「
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）

中
宮
寺
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
同
『
天
寿
国
繍
帳
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

五
年
）
と
、
大
正
十
年
の
下
賜
と
す
る
。
沢
田
む
つ
代
は
「
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
は
正

倉
院
か
ら
、
も
と
法
隆
寺
に
あ
っ
た
天
寿
国
繍
帳
（
中
宮
寺
蔵
）
の
断
片
が
発
見
さ
れ
て
、
中

宮
寺
に
返
納
さ
れ
」
か
つ
「
天
寿
国
繍
帳
は
大
正
五
年
に
発
見
さ
れ
、
残
片
二
片
に
つ
い
て
は
、

大
正
九
年
に
中
宮
寺
ヘ
下
賜
さ
れ
て
い
る
」（
同
「
正
倉
院
所
在
の
法
隆
寺
献
納
宝
物
染
織
品

─
錦
と
綾
を
中
心
に
─
」『
正
倉
院
紀
要
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
四
年
）
と
、
大
正
五
年
の
発

見
で
、
同
九
年
に
返
納
あ
る
い
は
下
賜
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
な
お
、
東
京
国
立
博
物
館
編

『
国
宝　

天
寿
国
繍
帳
』（
同
館
、
二
〇
〇
六
年
）
等
に
「
天
寿
国
曼
荼
羅
残
闕
」
が
カ
ラ
ー
写

真
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）　

帝
室
博
物
館
「
正
倉
院
御
物
整
理
工
程
書
」
大
正
九
〜
昭
和
八
年
（
識
別
番
号
八
二
六
七
）。

（
（（
）　
「
玻
璃
装
古
裂
目
録
」
に
、「
玻
璃
装
」
と
は
「
玻
璃
板
二
枚
ヲ
以
テ
之
ヲ
挟
ミ
、
古
裂
ノ

表
裏
両
面
ヲ
見
ル
ヘ
カ
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

大
臣
官
房
総
務
課
「
重
要
雑
録
」
大
正
八
〜
十
年
（
識
別
番
号
二
三
二
七
九
）
大
正
九
年

第
一
号
文
書
。

（
（（
）　

東
宮
御
学
問
所
に
つ
い
て
は
宮
内
庁
編
『
昭
和
天
皇
実
録　

第
二
』・『
同　

第
三
』（
東

京
書
籍
、
二
〇
一
五
年
）、
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
・
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館

編
『
皇
室
と
御
修
学
』（
同
部
、
二
〇
一
一
年
）
等
を
参
照
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（（
）『
昭
和
天
皇
実
録　

第
二
』
参
照
。

（
（5
）　
「
重
要
雑
録
」
大
正
七
〜
十
五
年
（
館
史
資
料
六
八
八
）。
帝
室
博
物
館
の
公
文
書
類
編

纂
・
保
管
に
関
す
る
件
の
他
、
貞
明
皇
后
と
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
東
京
帝
室
博
物
館
行
啓
に
関

す
る
書
類
等
を
収
め
る
簿
冊
。

（
（6
）　
「
京
都
奈
良
両
館
録
」
大
正
六
〜
十
一
年
（
館
史
資
料
一
八
三
三
〜
八
）。

（
（（
）　
「
京
都
奈
良
両
館
録
」
大
正
十
年
（
館
史
資
料
一
八
三
七
）。



（ （5 ）

（
（（
）　
「
京
都
奈
良
両
館
録
」
大
正
九
年
（
館
史
資
料
一
八
三
六
）
に
は
、「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
」

に
先
立
ち
、
大
正
九
年
十
二
月
五
日
に
東
宮
御
所
か
ら
還
付
さ
れ
た
美
術
品
と
し
て
「
絹
本
着

色
吉
祥
天
像
板
装　

壹
幀　

奈
良
県
生
駒
郡
都
路
村　

薬
師
寺
」
と
あ
る
。

（
（（
）　

以
下
、「
館
史
資
料
」
に
つ
い
て
若
干
摘
記
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、「
大
臣
決
議
書
類
綴
」

大
正
九
〜
昭
和
二
年
（
館
史
資
料
二
六
一
）
は
、
帝
室
博
物
館
会
計
上
、
帝
室
博
物
館
総
長
立

案
、
宮
内
大
臣
決
裁
を
要
す
る
案
件
を
中
心
と
す
る
書
類
綴
。
例
え
ば
大
正
十
年
を
見
る
と
、

営
繕
費
に
関
す
る
書
類
が
最
多
で
あ
り
、
他
に
京
都
・
奈
良
両
博
物
館
の
観
覧
料
の
増
収
に
伴

う
社
寺
分
与
金
の
不
足
を
第
一
予
備
金
よ
り
支
出
す
る
件
を
始
め
、
歳
計
剰
余
金
の
繰
り
越
し
、

動
物
園
飼
養
動
物
の
購
入
（
虎
一
頭
、
一
千
五
百
円
）、
東
京
帝
室
博
物
館
本
館
陳
列
品
の
購

入
（
三
重
県
飯
南
郡
神
戸
村
大
字
垣
鼻
よ
り
発
掘
さ
れ
た
古
金
大
判
一
枚
・
小
判
九
枚
等
、
一

千
五
百
二
十
円
）
に
関
す
る
書
類
を
収
め
る
。
ま
た
、「
上
野
公
園
ノ
法
律
上
ノ
性
質
（
不
完
）」

大
正
九
年
（
館
史
資
料
一
六
〇
五
）
は
、
森
の
自
筆
文
書
を
含
み
、
前
掲
註
（
（（
）「（
資
料
紹

介
）
森
鷗
外
自
筆
原
稿
「
上
野
公
園
ノ
法
律
上
ノ
性
質
」」
を
参
照
。
な
お
、「
行
幸
啓
及
皇
族

台
臨
録
」
大
正
九
〜
十
四
年
（
館
史
資
料
二
七
五
）
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
不
具
合
の
た
め

閲
覧
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
他
の
基
本
的
な
文
書
と
し
て
、「
進
退
録
」「
職
員
録
」「
列
品
録
」

「
動
物
録
」「
例
規
録
」「
土
地
建
物
録
」「
埋
蔵
物
録
」「
出
版
録
」「
鑑
定
日
録
」
等
が
あ
る
。

一
方
、「
帝
室
本
」
の
「
鷗
外
遺
稿
博
物
館
書
目
解
題　

未
刊
」（
和
三
五
九
四
）
等
の
復
刻
が

前
掲
註
（
（（
）『
鷗
外
自
筆　

帝
室
博
物
館
蔵
書
解
題
』
で
あ
る
。

（
（0
）　

前
掲
註
（
（（
）『
昭
和
天
皇
実
録　

第
三
』
参
照
。

（
（（
）　

例
え
ば
、
宮
内
大
臣
官
房
庶
務
課
編
『
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
日
誌
』（
同
課
、
一
九

二
三
年
）、
二
荒
芳
徳
・
澤
田
節
蔵
『
皇
太
子
殿
下
御
外
遊
記
』（
朝
陽
社
、
一
九
二
四
年
）、

波
多
野
勝
『
裕
仁
皇
太
子
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
記
』（
草
思
社
、
一
九
九
八
年
）
等
。

（
（（
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
」（
識
別
番
号
八
五
四
五
六
〜
六
〇
九
）。

（
（（
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記　

第
百
十
六
章
」（
識
別
番
号
八
五
五
六
三
）
は
、

千
葉
県
文
書
館
と
宮
内
公
文
書
館
の
平
成
二
十
七
年
度
共
催
展
に
て
展
示
さ
れ
た
。
千
葉
県
文

書
館
・
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
編
『
皇
室
が
ふ
れ
た
千
葉
×
千
葉
が
ふ
れ
た
皇
室
』（
千
葉
県

文
書
館
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（（
）　
『
読
売
新
聞
』
平
成
十
六
年
三
月
十
二
日
夕
刊
（
四
版
）
第
一
面
に
「
文
豪
最
古
の
動
画

発
見
」「
一
九
二
一　

歩
く
鷗
外
」「
正
装　

前
傾　

三
秒
」
の
見
出
し
で
、
日
本
映
画
社
（
当

時
）
の
「
皇
太
子
殿
下
御
外
遊
実
況
」
と
題
す
る
フ
ィ
ル
ム
に
、
こ
の
映
像
が
見
出
さ
れ
た
こ

と
が
報
道
さ
れ
た
。
前
掲
註
（
（
）『
評
伝
森
鷗
外
』
等
に
も
紹
介
が
あ
る
。

（
（5
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
三
」（
識
別
番
号
八
五
五
九
三
）。

（
（6
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記　

第
百
十
七
章
」（
識
別
番
号
八
五
五
六
四
）
及

び
同
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記　

第
百
十
八
章
」（
識
別
番
号
八
五
五
六
五
）。

（
（（
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
一
」（
識
別
番
号
八
五
五
九
一
）。

（
（（
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
七
」（
識
別
番
号
八
五
五
九
七
）。

（
（（
）　

侍
従
職
「
皇
太
子
殿
下
海
外
御
巡
遊
記
外
記　

第
十
六
」（
識
別
番
号
八
五
六
〇
六
）。

（
（0
）　

例
え
ば
、
前
掲
註
（
（
）
〜
（
（
）
の
ほ
か
、
森
憲
二
「
森
鷗
外
の
結
核
─
付
弟
篤
次
郎

の
剖
検
記
録
─
」（『
鷗
外
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
二
年
）、
小
金
井
良
精
（
森
の
妹
喜
美
子
の

夫
）
の
「
日
記
」
大
正
十
一
年
七
月
三
〜
十
二
日
条
等
（
小
金
井
良
精
『
小
金
井
良
精
日
記　

大
正
篇
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
倉
富
勇
三
郎
日
記
研
究
会
編
『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』

第
二
巻
（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
）
大
正
十
一
年
七
月
八
〜
十
二
日
条
等
も
参
照
。

（
（（
）　

大
臣
官
房
総
務
課
「
恩
賜
録
六
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
二
三
三
─
六
）
第
一
三
号
文

書
。

（
（（
）　

前
掲
註
（
（
）『
鷗
外
愛
用
の
品
々
』
に
は
、「
病
気
見
舞
品
御
下
賜
状
」（
登
録
番
号
一

〇
〇
〇
二
七
）
が
写
真
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
同
書
に
は
、
森
が
最
後
に
外
出
し
た

際
に
着
用
し
た
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
た
名
刺
「
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭　

森
林
太

郎
」（
登
録
番
号
一
〇
〇
一
〇
一
〜
二
）
の
写
真
も
見
ら
れ
る
。

（
（（
）　

東
宮
職
「
贈
賜
録
二
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
六
八
七
八
二
）
第
一
四
〇
号
文
書
。

（
（（
）　

宗
秩
寮
「
位
階
録
二
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
二
二
六
八
─
二
）
第
九
九
号
文
書
。

（
（5
）　

赤
松
俊
秀
・
児
玉
幸
多
・
竹
内
理
三
ほ
か
編
『
日
本
古
文
書
学
講
座　

第
九
巻　

近
代
編

Ⅰ
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
に
当
該
文
書
の
冒
頭
の
写
真
掲
載
が
あ
る
。

（
（6
）　

大
臣
官
房
秘
書
課
「
進
退
録
二
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
二
〇
八
六
三
─
二
）
第
一
八

九
号
文
書
。
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（
（（
）　
「
委
蛇
録
」、
前
掲
註
（
（
）『
父
親
と
し
て
の
森
鷗
外
』
等
。

（
（（
）　

大
臣
官
房
総
務
課
「
恩
賜
録
五
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
二
三
三
─
五
）
第
五
二
号
文

書
。

（
（（
）　

調
度
寮
「
贈
賜
品
録
二
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
六
九
六
〇
一
）
第
六
号
文
書
。

（
（11
）　

前
掲
註
（
（（
）「
贈
賜
録
二
」
第
一
四
〇
号
文
書
。
ま
た
、
宮
内
省
側
の
対
応
等
は
、
東

宮
職
「
日
誌
」
大
正
十
一
年
（
識
別
番
号
二
四
六
八
〇
）
七
月
九
〜
十
二
日
条
も
参
照
。

（
（1（
）　

前
掲
註
（
（6
）「
進
退
録
二
」
第
一
九
〇
号
文
書
。
ち
な
み
に
、
五
味
の
旧
蔵
資
料
は
、

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
資
料
の
他
、
宮
内
公
文
書
館
に
も
「
五
味
均
平
資
料
」
が
あ
る
（
識

別
番
号
八
五
六
二
一
〜
四
八
）。

（
（10
）　

前
掲
註
（
（
）『
父
の
帽
子
』。
な
お
、
森
の
「
帝
室
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
森
の

遺
言
中
の
「
宮
内
省
陸
軍
皆
縁
故
ア
レ
ト
モ
、
生
死
ノ
別
ル
ヽ
瞬
間
ア
ラ
ユ
ル
外
形
的
取
扱
ヒ

ヲ
辞
ス
、
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
ス
」
云
々
（『
鷗
外
全
集
』
第
三
八
巻
）
と
は
直
結
し

な
い
志
向
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
森
の
遺
書
は
、
前
掲
註
（
（
）
等
を
参
照
。

（
（10
）　

大
正
八
年
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
て
宮
内
属
に
任
用
さ
れ
た
板
沢
武
雄
は
、
国
史
学

専
攻
に
よ
り
図
書
寮
編
修
課
勤
務
実
録
掛
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
板
沢
の
回
顧
に
よ
る
と
、
出
勤

早
々
、
森
か
ら
一
束
の
女
房
奉
書
の
整
理
を
命
ぜ
ら
れ
、
か
つ
外
国
関
係
文
書
の
整
理
、
分
類
、

カ
ー
ド
の
採
り
方
等
を
手
ず
か
ら
教
え
ら
れ
た
と
い
い
、
森
の
新
採
用
職
員
に
対
す
る
指
導
ぶ

り
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
森
の
発
案
で
漢
学
者
池
田
蘆
洲
か
ら
書
経
の
講
義
を
聴
く
会
合
が

開
か
れ
、
板
沢
も
こ
れ
を
聴
講
し
た
と
こ
ろ
、
森
が
誰
よ
り
も
よ
く
下
読
み
を
し
た
上
で
最
も

多
く
質
問
し
た
と
い
う
。
以
上
は
森
の
図
書
頭
と
し
て
の
学
術
性
重
視
と
職
員
管
理
に
関
す
る

逸
話
と
し
て
興
味
深
く
、
板
沢
武
雄
「
序
に
か
え
て
」（
同
『
日
蘭
文
化
交
渉
史
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
と
丸
山
忠
綱
「
板
沢
武
雄
先
生
追
悼
」（『
法
政
史
学
』
第
一
五
号
、

一
九
六
二
年
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
森
鷗
外
研
究
の
中
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
回
顧

で
は
な
い
か
（
池
田
の
講
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
註
（
（
）「
森
鷗
外
と
図
書
寮
」
に
記

載
あ
り
）。
な
お
、
板
沢
は
大
正
九
年
に
図
書
寮
編
修
官
補
に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
年
辞
職
し
た

（
の
ち
学
習
院
講
師
、
同
教
授
）。
図
書
寮
「
進
退
録
」
大
正
八
〜
十
年
（
識
別
番
号
二
一
二
二

八
）
大
正
八
年
第
一
四
号
文
書
・
同
九
年
第
九
号
文
書
・
同
十
年
第
三
号
文
書
、
編
修
課
「
日

誌
」
大
正
八
年
（
識
別
番
号
四
八
三
三
九
）
九
月
二
・
六
日
条
等
を
参
照
。

（
（10
）
前
掲
註
（
（
）『
評
伝
森
鷗
外
』
及
び
加
賀
乙
彦
『
鷗
外
と
茂
吉
』（
潮
出
版
社
、
一
九
九

七
年
）
等
に
よ
る
と
、
森
は
「
医
」
と
し
て
よ
り
も
「
文
士
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
こ
と
や
、

創
作
よ
り
も
翻
訳
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
満
足
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
森
が
帝
室
博
物
館
総
長

兼
図
書
頭
に
就
任
す
る
直
前
、
大
正
五
・
六
年
に
発
表
し
た
随
筆
「
空
車
」
と
「
な
か
じ
き

り
」（
い
ず
れ
も
『
鷗
外
全
集
』
第
二
六
巻
）
の
記
述
か
ら
窺
え
、
後
者
で
は
自
ら
の
官
歴
に

触
れ
つ
つ
「
現
在
は
何
を
し
て
い
る
か
。
わ
た
く
し
は
何
を
も
し
て
い
な
い
。
一
閒
人
と
し
て

生
存
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
（10
）
例
え
ば
、
東
宮
職
「
行
啓
録
七
」
明
治
三
十
三
年
（
識
別
番
号
三
〇
二
七
七
）
第
三
〇
号

文
書
に
は
、
同
年
十
一
月
十
二
日
付
の
東
宮
主
事
中
田
直
慈
宛
て
第
十
二
師
団
軍
医
部
長
森
林

太
郎
書
翰
（
侍
講
本
居
豊
穎
を
看
護
に
つ
き
金
三
十
円
内
賜
の
件
）
が
あ
る
。
ち
な
み
に
「
自

紀
材
料
」
同
年
十
一
月
八
日
条
の
「
中
田
直
憲
」
の
「
憲
」
は
誤
記
で
あ
る
。
な
お
、
森
の
自

筆
文
書
に
つ
い
て
、『
読
売
新
聞
』
平
成
二
十
九
年
一
月
四
日
夕
刊
第
一
面
に
「
若
き
鷗
外　

書
簡
確
認
」「
作
家
宛
て　

文
学
論
争
に
言
及
」
等
の
見
出
し
で
、
明
治
二
十
四
年
に
鷗
外
が

饗
庭
篁
村
に
宛
て
た
『
鷗
外
全
集
』
未
収
録
の
書
翰
が
確
認
さ
れ
た
旨
の
報
道
が
あ
っ
た
。

〔
附
記
〕　

小
稿
の
執
筆
に
お
け
る
関
係
資
料
・
文
献
の
調
査
に
あ
た
り
、
東
京
国
立
博
物
館
資

料
館
、
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
等
に
御
世
話
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
甚
な
る
謝
意

を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
誌
が
発
行
さ
れ
る
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
は
、
森
林
太
郎

の
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
就
任
一
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
。
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表2　図書頭森林太郎の在任中の動静、決裁・立案業務等の一覧表（大正10年を事例として）

月　日 森林太郎の動静
日記「委蛇録」及び書翰（抄出） 公文書名 文書番号 案　　　件 決裁・立案

（図書頭・総長）

（月（日 為賀正参内。詣東宮。訪閑院宮、
中村宮相雄次郎、（○下略）

（月（日 不参賢所。
（月5日 三日来始覩日。参内賜宴。東宮為主。
（月6日 参寮。
（月（日 参館。

（月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：二条公爵家 決裁花押

（月（日 書翰（（50長井行宛「日本書紀ハ小
生モ只今少シ手ニカケ居候」

（月（0日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁　─

（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。参省。見石原次官言事。
（月（（日 参館。

（月（5日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（6日 五味均平、（○中略）至。
（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁　─
（月（（日 参寮。
（月（（日 参館。

（月（0日 参寮。
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東大寺仏教図書館 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
（月（（日 参寮。 図書寮「例規録」 第（号 喫烟場所ヲ限定スルノ件 決裁花押

（月（（日 参館。
図書寮「公文録」 第（号 大臣官房総務課大正七年幸啓録以下十三冊領収ノ

件 決裁　─

図書寮「公文録」 第（号 明治四十四年以前ノ公文書類引継方内蔵寮へ照会
ノ件 決裁花押

（月（5日 参寮。
（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：阿野子爵家 決裁花押
（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：無窮会 決裁花押
（月（（日 参寮。夜吉田増蔵至。
（月（（日 参館。

（月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押

（月（日 参館。 図書寮「雑件録」 第（号 皇室略牒査閲方宗秩寮総裁ヘ依頼ノ件 決裁花押
（月（日

参寮。（月（日？ 図書寮「公文録」 第（号 主殿寮明治十九年以降公文書類中保存ノ必要ナキ
モノ同寮ヘ返戻ノ件 決裁花押

表1　「図書寮事務分掌規程」一覧表（図書頭森林太郎在任期）

大正6年（月（（日制定 大正（年（月（（日改正

庶務課庶務掛＝①機密、②職員の進退・身分、③官印の管守、④制規
の立案及び審査、⑤皇統譜の登録、⑥世伝御料台帳の調製及び登録、
⑦文書の往復・整理、⑧例規編纂、⑨皇室略牒の編纂、⑩図書の購入
及び刊行、⑪庁舎の修繕、⑫寮内小者の取締、⑬構内の取締・宿直及
び衛生、⑭統計報告、⑮寮史編纂、⑯人夫車馬の請求、⑰物品の保管・
出納、⑱俸給及び旅費、⑲他の課掛に属せざる事項

庶務課庶務掛＝①機密、②職員の進退・身分、③官印の管守、④皇統
譜の登録、⑤皇室略牒の編纂、⑥世伝御料台帳の調製及び登録、⑦文
庫の取締、⑧制規の立案及び審査、⑨例規編纂、⑩文書の往復・整理、
⑪図書の受入・購入及び刊行、⑫庁舎の修繕、⑬寮内小者の取締、⑭
構内の取締・宿直及び衛生、⑮統計報告、⑯寮史編纂、⑰人夫車馬の
請求、⑱物品の保管・出納、⑲俸給及び旅費、⑳他の課掛に属せざる
事項

庶務課公文書掛＝①公文書類の編纂、②公文書類の装釘、③公文書類
の引継、④公文書類のカード目録の調製、⑤公文書類目録の刊行

庶務課公文書掛＝①公文書類の編纂・出納、②公文書類の装釘、③公
文書類の受入、④公文書類のカード目録の調製、⑤公文書類目録の刊
行

編修課皇統譜掛＝①皇統譜の編修 編修課皇統譜掛＝①皇統譜の編修

編修課実録掛＝①天皇皇族王族及び公族実録の編修 編修課実録掛＝①天皇皇族王族及び公族実録の編修

図書課尚蔵掛＝①皇統譜及びその登録記録の尚蔵、②皇室典範の正本
尚蔵、③詔書勅書及び皇室令の正本尚蔵、④世伝御料台帳及びその登
録記録の尚蔵

図書課尚蔵掛＝①皇統譜及びその登録記録の尚蔵、②皇室典範の正本
尚蔵、③詔書勅書及び皇室令の正本尚蔵、④世伝御料台帳及びその登
録記録の尚蔵

図書課保管掛＝①図書及び公文書類の保管、②書架の調製・整理、③
カード目録の調製・整理、④図書目録の刊行、⑤図書及び公文書類の
防蠹、⑥図書及び公文書類の修理・改釘、⑦図書の引継、⑧蔵書印の
管守

図書課整理掛＝①図書の整理、②書架の調製・整理、③カード目録の
調製・整理、④図書目録の刊行、⑤図書の防蠹、⑥図書の修理、⑦蔵
書印の管守

図書課出納掛＝①書庫の取締、②図書及び公文書類の出納、③図書及
び公文書類の曝涼

図書課出納掛＝①図書の出納、②図書の曝涼

＊図書寮「例規録」大正6〜（年に基づいて作成。



（ （（ ）

（月（日 参館。
（月5日 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣文庫 決裁花押

（月（日 参館。
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京市立日比谷図書

館 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：熊野若王寺神社 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：大覚寺塔頭芳春院 決裁花押

（月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（5号
大日本古文書家わけ第七、大日本史料第六編之十
七、第十二編之二十二東京帝国大学文学部史料編
纂掛ヨリ寄贈ニ付領収ノ件

決裁花押

図書寮「図書録」 第（6号 周易原論渡辺昭ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押
（月（日 参館。

（月（0日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
（月（（日 不詣賢所。
（月（（日 参寮。新聞紙載東宮妃事。
（月（（日 参館。（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：熊野若王寺神社 決裁　─

（月（5日 参寮。赴東宮別筵于赤坂離宮。夜
五味均平至。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押

（月（6日 参館。
（月（（日 参寮。

（月（（日

参館。
書翰（（55賀古鶴所宛「所謂「重大
事件」ヤラ其他ニモ色々有之、（○
中略）○イツカノ諡号ノ本ハ図書
寮ニモ有之候、○井上君ハ東宮御
所ニテ一寸面会イタシ候、重大事
件ニテ昼夜来客アリ大繁忙ト申候、
○重大事件ハ杉浦 A →浪人 B →衆
愚 C、A ヨリ B ニ漏洩シ B ガ C ヲ
使ヒタル者ニ候、（○下略）」

図書寮「公文録」 第（号 大臣官房総務課明治三十三年東宮御婚儀書類正本
以下八冊領収ノ件 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 親長卿記（文明八年ノ分）東京帝国大学文学部史
料編纂掛ヘ貸付ノ件 立案花押

（月（（日 参寮。往省。見前大臣中村氏雄次
郎、大臣牧野伸顕。

（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁　─

（月（（日 参寮。
図書寮「図書録」 第（号 法令全書主馬寮ヨリ引継ノ件 決裁　─

図書寮「図書録」 第（号 幼学綱要一部七冊栃木県私立烏山中学校へ寄贈ノ
件 決裁花押

（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。
（月（5日 参館。参内。賜午餐。依仁親王居首。
（月（6日 参寮。 図書寮「重要雑録」 第（号 庁舎新築ノ儀ニ付大臣ヘ上申ノ件 決裁花押
（月（（日 参館。
（月（日 参寮。

（月（日 参館。

帝室博物館「正倉
院録」 第（号 正倉院宝庫屋根修繕ニ付上申 決裁花押

図書寮「雑件録」 第（号 聖徳太子薨去ノ年月日ニ関シ諸陵頭ヘ回答ノ件 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁　─

（月（日 東宮発軔。赴西洋。予有微恙。不
送行。

（月（日 参館。吉田増蔵、（○中略）至。

（月5日
参寮。有成会初集。＊「有成会」
は図書寮内に設けられた勉強と親
睦を兼ねた会。

（月（日 参館。

（月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 現代叢書宮内事務官五味均平ヨリ寄贈ニ付領収ノ
件 決裁花押

（月（日 参館。
（月（0日 参寮。通刺於新次官関屋貞三郎。

（月（（日
図書寮「公文録」 第5号 内蔵寮明治二年ヨリ同八年ニ至ル宮内省経費統計

表以下四千三百五十八冊領収ノ件 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 親長卿記（文明七年ノ分）東京帝国大学文学部史
料編纂掛ヘ貸付ノ件 立案花押

（月（（日 参寮。

（月（（日 参館。
図書寮「図書録」 第（号 大日本古文書以下三十四冊諸陵寮ヨリ引継ノ件 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（5日 参館参寮。
（月（6日 参館。

（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（号 世古大和介編陵墓記以下十二部諸陵寮ヨリ引継ノ
件 決裁花押

（月（（日 参館。（月（（日？ 図書寮「雑件録」 第（号 再刊四庫全書ニ関スル件 決裁花押

（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 西村山郡神社誌山形県西村山郡神職会ヨリ寄贈ニ
付領収ノ件 決裁花押



（ （（ ）

（月（0日

書翰（（5（賀古鶴所宛「○法隆寺ヘ
宝物ヲ貸ストテ博物館ハ上ヲ下ヘ
ノサワギニ候、黒板、正木ノ活動
ノ余波ニ候、○諸陵寮ガ林野（龍
ノ口）ニ同居シ図書寮ハ破屋ヲ独
専スル光栄ヲ有シ候」

（月（（日 春季皇霊祭。不拝賢所。

（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（（日 参館。

（月（（日 参寮。 図書課「物品報告
録」

番号付与
なし 庁用物品受払報告ノ件 決裁花押

（月（5日 参館。
（月（6日 参寮。
（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
（月（0日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：無窮会 決裁花押
（月（（日 参寮。
（月（日 参館。
（月（日 参寮。有成会。

（月（日 参館。

帝室博物館「正倉
院御物整理工程書」 第（号 奈良帝室博物館長ヨリ提出ノ大正九年中正倉院御

物整理工程書宮内大臣ニ提出ノ件 立案花押

図書寮「公文録」 第6号 大臣官房総務課大正六年李王殿下御上京一件書類
以下二十三冊領収ノ件 決裁　─

（月5日

参寮。

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：諸陵寮 決裁花押

（月5日？

帝室博物館「正倉
院録」 第（号 正倉院宝庫屋根修繕ノ件 稟議花押

図書寮「雑件録」 第（号 田中英五郎ヨリ奉呈ニ係ル大日本帝国姓氏録補正
編纂ニ関スル請願書（写） 決裁　─

図書寮「雑件録」
第（号 合
綴、但し
番号付与
なし

聖徳太子ニ諡号請願ノ件 決裁花押（写）

（月6日 参館。展覧信実三十六歌仙図。
（月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第5号 広文庫二冊諸陵寮ヨリ引継ノ件 決裁花押

（月（日 参館。 図書寮「公文録」 第（号 下総御料牧場外山分場明治二十四年以降ノ公文書
類中保存ノ必要ナキモノ同場ヘ返戻ノ件 決裁花押

（月（日 参寮。
（月（（日 参館。石原健三、（○中略）至。 図書寮「図書録」 第（（号 万葉集新考巻九下正宗敦夫ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押
（月（（日 参寮。聖駕還自葉山。 図書寮「公文録」 第（号 内大臣府大正九年進退録一冊領収ノ件 決裁花押
（月（（日 参館。

（月（（日 参寮。

図書寮「雑件録」 第5号 皇室略牒配付ノ件 決裁花押

図書寮「雑件録」 第6号 御歴代ノ代数年紀及院号ニ関スル調査ノ沿革資料
山県枢密院議長其他ヘ送付ノ件 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：曇華院 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（5日 参館。
（月（6日 参寮。往宮相室刪正主上病状書。

（月（（日 参館。 図書寮「雑件録」 第（号 大正十一年ニ於テ施行ヲ要スル廉立タル工事ナキ
旨内匠寮ヘ回答ノ件 決裁　─

（月（（日 参寮。
（月（0日 参館。

（月（（日 参寮。

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：妙法院（京都市） 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：専修寺（三重県） 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：青蓮院 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：勧修寺 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：聖護院 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：専修寺（三重県） 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：安藤家 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：霊鑑寺 決裁花押

（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：実相院 決裁花押
（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：天文台 決裁花押
（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（0号 専修寺史要専修寺ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁　─
（月（5日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：勧修寺 決裁　─
（月（6日 参寮。
（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。
（月（（日 牧野宮相伸顕招飲於築地精養軒。

（月（0日 以為帝室制度審議会御用掛故、賜
午餐。

5月（日 参館。以展視二十五菩薩図等也。
5月（日 参館。
5月（日 参寮、令浄書帝諡攷。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
5月（日 参館。

5月5日 参寮。
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 伝教大師伝、山家遺桂延暦寺ヨリ寄贈ニ付領収ノ
件 決裁花押



（ （0 ）

5月6日 参館。5月6日？ 図書寮「雑件録」 第（号 物集高見ノ著述事業ニ対シ援助請願ノ件（写） 決裁花押（写）

5月（日 参寮。有成会。 図書寮「図書録」 第（（号 原政及国際論、奥州弘前旧城図同本丸建物図、揆
音仮字用格、安親集外崎覚ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押

5月（日 参館。
5月（0日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押
5月（（日 参館。

5月（（日 参寮。
図書寮「図書録」 第（（号 菅家遺誡外五冊東京帝国大学文学部史料編纂掛ヘ

貸付ノ件 立案花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁　─

5月（（日 参館。秋山光夫至。
5月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─
5月（6日 参館。夕餐于牧野宮相官舎。 図書寮「雑件録」 第（号 元写字生御門鑑紛失ノ旨警察部ヘ通牒ノ件 決裁　─

5月（（日 至牧野第投刺。参寮。 図書寮「図書録」 第（（号
桓武天皇宸影写真以下八点東京帝国大学文学部史
料編纂掛事務主任史料編纂官辻善之助ヨリ寄贈ニ
付領収ノ件

決裁花押

5月（（日 参館。
5月（（日 参寮。
5月（0日 参館。
5月（（日 参寮。
5月（（日 参館。
5月（（日 参寮。 図書寮「雑件録」 第（0号 熊野宮信雅王ノ系統ニ関シ調査課長ヘ回答ノ件 決裁花押
5月（5日 参館。 図書寮「公文録」 第（号 主殿寮大正九年宮殿録以下十一冊領収ノ件 決裁花押
5月（6日 参寮。
5月（（日 参館。
5月（（日 参寮。

5月（0日 参館。伊東子巳代治延予於園亭。
言天子世次事。

5月（（日 参寮。
6月（日 参館。
6月（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 日本詩話叢書文会堂書店ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押
6月（日 参館。
6月（日 参寮。有成会。

6月6日 参館。

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣文庫 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：下御霊神社 決裁花押

図書寮「図書録」 第（5号 日本書紀古本集影国学院大学内日本書紀撰進千二
百年紀念会ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁　─

6月（日 参寮。

6月（日 参省。見関屋次官言事。参館。
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押

6月（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押

6月（日 参寮。 図書寮「雑件録」 第（（号 上宮太子御忌日ニ関シ本願寺築地別院輪番ヘ回答
ノ件 立案花押

6月（0日 参館。

6月（（日 参寮。
図書寮「皇統譜録」 第（号 恒憲王殿下御結婚ニ付登録ノ件 立案花押

図書寮「皇統譜録」 第（号 従二位公爵九条道実五女敏子恒憲王殿下ニ御婚嫁
ニ付登録ノ件 立案花押

6月（（日 参館。（○中略）関屋次官招飲於華
族会館。牧野宮相巡視三年町廨舎。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部

史料編纂掛 決裁花押

6月（（日 参寮。
6月（5日 参館。6月（5日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：輪王寺（下谷区） 決裁　─
6月（6日 往宮内邸言事。参寮。 図書寮「公文録」 第（0号 内匠寮大正九年例規録以下十八冊領収ノ件 決裁花押
6月（（日 参館。
6月（（日 参寮。
6月（0日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：鷹司公爵家 決裁　─
6月（（日 参寮。 図書寮「雑件録」 第（（号 村上家事蹟取調ノ上調査課長事務取扱ヘ回答ノ件 決裁花押
6月（（日 参館。

6月（（日 参寮。

図書寮「公文録」 第（（号 主殿寮警察部大正九年進退録以下四冊領収ノ件 決裁花押
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：寛永寺 決裁花押

図書寮「皇統譜録」 第（号 恒憲王殿下御結婚ニ付登録ノ件 登録済・副本登
録済花押

図書寮「皇統譜録」 第（号 従二位公爵九条道実五女敏子恒憲王殿下ニ御婚嫁
ニ付登録ノ件

登録済・副本登
録済花押

6月（（日 東宮賜物。参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁　─
6月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─
6月（5日 参寮。不詣椒房。

6月（（日 参館。赴帝室制度審議会。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：輪王寺（日光町） 決裁　─
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：宗秩寮 決裁　─

6月（（日 参寮。6月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣文庫 決裁　─
6月（（日 参館。
6月（0日 参寮。
（月（日 参館。
（月（日 参寮。有成会。



（ （（ ）

（月（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月5日

参寮。（月5日？
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁　─

（月6日 参館。 図書寮「公文録」 第（（号 女子学習院大正九年学生録以下十八冊領収ノ件 決裁花押
（月（日 参寮。
（月（日 参館。
（月（日 参寮。
（月（（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 古事記通俗講義美濃部伴郎ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押

（月（（日

参寮。
書翰（（65賀古鶴所宛「寛斎画幅之
事御相談相成候故博物館ヘ御寄附
之御趣意書ヲ作リ宮相ノ印ヲモラ
ヒ置キ、他日物論ノ用心仕度申上
候処熟考之上御取止ト相成候」

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押

（月（（日
参館。（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：輪王寺（日光町） 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押

（月（（日 参寮。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部
史料編纂掛 決裁花押

（月（5日 参館。夕赴帝室制度会。
（月（6日 参寮。
（月（（日 参館。（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─
（月（（日 参寮。
（月（0日 参館。
（月（（日 参寮。
（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。帝室制度会。儀制令成。
（月（5日

参館。（月（5日？ 図書寮「図書録」 第（0号 正倉院楽器の調査報告帝室博物館ヨリ寄贈ニ付領
収ノ件 決裁花押

（月（6日 古社寺保存会。
（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。
（月（（日 参館。
（月（0日 明治天皇祭。不詣賢所。
（月（日 参館。
（月（日 参寮。
（月（日 参館。
（月（日 参寮。
（月5日 五味均平至。
（月6日 参寮。
（月（日 五味均平至。

（月（日 参館。遣五味均平于関屋次官貞三
郎処。交付訪書議艸案。

（月（日 参寮。本多辰次郎至。

（月（0日 参館。牧野宮相使関屋告予訪書議
不行。

（月（（日 参寮。
（月（（日 参館。

（月（（日
出京。入上総鷗荘。与妻・杏奴・
類同宿。＊この日から家族と共に
千葉県下、日在の鷗荘に滞在。

（月（0日 秋山光夫自東京来訪。
（月（（日 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：帝国図書館 決裁　─

（月（5日

図書寮「図書録」 第（0号 正倉院宝庫図複製方西東書房七条愷ヨリ願出ニ付
聴許ノ件 立案承知

図書寮「図書録」 第（（号 桐のひと葉、桐のひと葉後集畑田春郷ヨリ寄贈ニ
付領収ノ件 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 地蔵十輪経元慶点財団法人啓明会ヨリ寄贈ニ付領
収ノ件 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 井上頼囶翁小伝田辺勝哉ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁　─
（月（（日 夜還京。＊鷗荘から帰京。
（月（（日 往宮内省。言事関屋次官貞三郎。

（月（0日 参寮。復椿山荘。言富士文書神皇
紀事。

（月（日 参寮。野口金吾持貞愛親王令旨。
求予削正。

（月（日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁　─

（月（日 迎儲君于横浜。謁見于艦室。午後
再謁見于儲宮。

（月5日 参館。 図書寮「図書録」 第（（号 独語松平乗承ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁　─

（月6日 参寮。五味均平至。
大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（05号 帝室博物館総長ヨリ正倉院曝涼ノ儀並拝観期間御

治定上申ノ件 上申総長印

（月6日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁花押



（ （（ ）

（月（日 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝室博物館 決裁花押
（月（日 五味均平又至。
（月（日 参館。

（月（0日 参寮。 図書寮「雑件録」 第（（号 寒巖禅師ニ関シ諸陵寮ヘ回答ノ件 決裁花押
図書寮「図書録」 第（5号 秋碧吟盧詩鈔久保得二ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押

（月（（日 参館。長崎武藤長蔵始来見。谷井
済一来言朝鮮古蹟之事。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：東京帝国大学文学部

史料編纂掛 決裁　─

（月（（日 会于文相第。議展覧会事。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：有栖川宮 決裁　─
（月（（日 参館。

（月（5日
参寮。
書翰（（（0賀古鶴所宛「○当方春宮
御帰リノ後何モ表面ニアラハレタ
ル事モ無之候」

（月（6日 参館。皇儲夕賜餐于赤阪離宮。
（月（（日 参寮。武藤長蔵来寮閲書。
（月（（日 参館。（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（6号 滕霞亭遺稿室田英哉ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押
（月（0日

参寮。（月（0日？ 大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（06号 正倉院御物拝観、同曝涼ニ付官報々告及外務大臣

秘書官へ通牒ノ件 決裁花押

（月（（日 参館。
（月（（日 参寮。
（月（（日 不拝賢所。
（月（（日 参寮。有成会。 図書寮「公文録」 第（（号 学習院大正九年式事録以下十五冊領収ノ件 決裁　─
（月（6日 参館。関屋次官言汰冗員事。 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁花押
（月（（日 参寮。（月（（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 高野版の研究水原堯栄ヨリ寄贈ニ付領収ノ件 決裁花押
（月（（日 参館。
（月（（日

参寮。（月（（日？ 大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（0（号 東京帝国大学史料編纂嘱託黒板勝美外四名拝観願

出許可ノ件 決裁花押

（月（0日 参館。訪大谷正男於宮内省而言事。

（0月（日 参館。再訪大谷正男。又与関屋貞
三郎言。

（0月（日 参館。
（0月（日 参寮。
（0月5日 図書寮「図書録」 第6号 布告全書二冊式部職ヨリ引継ノ件 決裁　─

（0月6日 議展画事于文相官邸。 図書寮「公文録」 第（（号 調度寮大正六年商工録以下百五十八冊領収ノ件 決裁　─
図書寮「公文録」 第（5号 主猟寮大正八年進退録以下九冊領収ノ件 決裁　─

（0月（日 参館。
（0月（日 参寮。
（0月（0日 参館。往鑑画場。

（0月（（日 参寮。賜午餐於宮中。餞遣米使也。
予坐原首相敬与立作太郎之間。

（0月（（日 参館。
（0月（（日 参寮。
（0月（（日 参館。観展画。
（0月（5日

参寮。（0月（5日？ 図書寮「尚蔵録」 第（号
大正九年度公布ノ皇室令正本並同附属書類、皇族
降下ニ関スル施行準則正本並同附属書類及芳麿王
殿下ニ家名ヲ賜ヒ華族ニ列セラルルノ書類ヲ調査
課ヨリ領収ノ件

決裁花押

（0月（（日

参寮。

図書寮「例規録」 第（号 公文書類編纂ノ儀ニ付皇后宮大夫へ通牒ノ件 決裁花押

（0月（（日？

図書寮「実録編修
録」 第（号

堀河紀子、甘露寺尚子、今城重子、坊城紳子ノ薨
去ノ年月日及送葬ノ年月日並場所ヲ堀河子爵家外
三家ヘ照会ノ件

決裁　─

大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（0（号 文部省国語調査嘱託大矢透正倉院御物聖語蔵経巻

拝観願出許可ノ件 決裁花押

（0月（（日 参館。

（0月（0日 参寮。
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：龍光院 決裁　─
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：聖護院 決裁　─
図書寮「例規録」 第（号 図書寮傭人名称細別認可ノ件 決裁花押

（0月（（日 参館。
（0月（（日 参寮。涖有成会。
（0月（（日 観展画。
（0月（（日 儲君観展画。送其旋駕而後参館。
（0月（5日

参寮。（0月（5日？ 図書寮「実録編修
録」 第（号 羽黒山開山ニ照見菩薩ノ諡号下賜ニ関シ輪王寺ヘ

照会ノ件 決裁花押

（0月（6日 参館。
（0月（（日 参寮。
（0月（（日 参館。 図書寮「公文録」 第（6号 主馬寮大正八年御料車馬録以下八十八冊領収ノ件 決裁花押

（0月（（日
参寮。往省見牧野宮相与関屋次官。
言六国史事並帝室世次事。
書翰（（（（桂五十郎宛「虫明墓表並
帝諡考早速御覧被下忝奉存候」

図書寮「公文録」 第（（号 帝室会計審査局大正五、六、七年度公文書類領収
ノ件 決裁花押

（0月（（日 不参賀。夕発東京駅。



（ （（ ）

（（月（日

至京都下車。閲於市。午時入奈良
官舎。
書翰（（（5森茂子宛「十一月一日午
後奈良ニテ「委蛇録」〔毎日書イテ
ヰル日記〕ヲ「ボール」箱ニデモ
入レテイタマヌヤウニシテ送ツテ
下サイ」／書翰（（（6森於菟・森富
貴宛「十一月一日夕於奈良博物館
官舎」

（（月（日
開正倉扉。
書翰（（（（森杏奴宛「ケフオクラガ
アキマシタ」

図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：内閣記録課 決裁　─
大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（（（号 正倉院十一月二日御開封済上申ノ件 ─

（（月（日 検仮面。 図書寮「実録編修
録」 第（号 羽黒山開山ニ照見菩薩ノ諡号ヲ賜リシ記録荒沢寺

ヘ照会ノ件 決裁　─

（（月（日 検仮面如昨。

（（月5日 自此延客入倉。粟屋謙、正宗敦夫、
黒板勝美入倉。検仮面囊。

（（月6日 参院。

（（月（日

参院。中川忠順入倉。
書翰（（（（森シゲ子宛「奈良ニ来ル
トキ団伊能ノ西洋ノ博物館ヲマハ
ツタ報告ヲ持ツテ来タ厚イ一冊ヲ
ナホスノニ五日ノ晩マデカカツタ、
文ハ下手デモ頭ガ好イカラ面白イ、
コレハ博物館デ出板スル事ニナル、
○ソレガヤツトスムト図書寮カラ
帝諡考（天子ノオクリナノカムガ
ヘ）ノ校正刷ガ八十ページ来タ、
昨晩（六日夜）一時マデニソレヲ
校正シテシマツタ、（○中略）○原
サンハ先日ノ宮中ノ午餐ガ暇乞ニ
ナツタ」

（（月（日？ 図書寮「図書録」 第（号 京都桜橘財団目的物享有資格者名簿下橋敬長ヨリ
領収ノ件 決裁　─

（（月（日 乗電車往大阪。閲於市。
書翰（（（（森於菟宛「雨デ休ダカラ
大阪ヘ古本ヲ買ヒニ往ツタ」

図書寮「図書録」 第（号 婦女鑑外三点名古屋市立図書館ヘ寄贈ノ件 決裁　─

（（月（日？ 図書寮「雑件録」 第（（号 空也上人ニ関シ諸陵寮ニ回答ノ件 決裁　─
（（月（日 乍晴乍雨。早閉倉。

（（月（0日 橋本進吉、林若吉入倉。小宮三保
松亦入焉。

（（月（（日
谷森真男、結城貞松入倉。
書翰（（（6森茂子宛「○奈良ハ毎日
天気ガ好イノデオ倉ニ出ルダケダ」

（（月（（日 参院。

（（月（（日 佐佐木安五郎、柳宗悦夫妻、志賀
直哉入倉。

（（月（（日 太田喜二郎、長谷川栄作入倉。

（（月（5日 筒井寛聖、金子元臣、山内多門、
後藤良入倉。

（（月（6日 吉川霊華入倉。

（（月（（日 上田万年、川合芳三郎、喜多（マ
マ）貞吉、五味均平入倉。

（（月（（日 赴京都博物館。観楽陶会及東寺列品。
書翰（（（（森杏奴宛「博物館カラオ
金ノワタツタコトヲカイタ手紙ガ
来タトカアサンニ言ツテオクレ」

（（月（（日？
図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：閑院宮 決裁　─

図書寮「図書録」 第（（号 和蘭及外国関係図書並物品目録杉浦丘園ヨリ寄贈
ニ付領収ノ件 決裁　─

（（月（（日
正木直彦、福井利吉郎、長原孝太
郎、姉崎正治入倉。
書翰（（（（森茂子宛「昨日（十一月
十九日）まで拝観人が来て」

（（月（0日
埽除三倉。田中勘兵衛来見。
書翰（（（（森茂子宛「今日（二十日）
跡の掃除をした」

（（月（（日

封倉。雨。夕発奈良。
書翰（（（（森茂子宛「京都から侍従
さんが来て勅封をする。それで御
用ずみになる」／書翰（（（5森杏奴
宛「オ倉ニ天子サマノ封印ヲスル
ト奈良ノ御用ガオシマヒニナル」

大臣官房総務課「正
倉院御物拝観録」 第（（（号 正倉院十一月二十一日御閉封済上申ノ件 ─

（（月（（日
朝入東京。参省復命。
書翰（（（（森茂子宛「（二十二日）の
朝東京へかへることになる」

（（月（（日 詣春宮謝賜。（○中略）参省。見関
屋次官。聞明日議摂政事。参寮。

（（月（5日 参館。

（（月（6日
東宮告摂政事於賢所。予亦参列焉。
午後閲東宮。
書翰（（（（森茂子宛「○東宮御所に
は帰つてからお礼に伺はう」

（（月（（日 参館。 図書寮「公文録」 第（（号 新冠御料牧場明治十一年本課文移録以下七百九十
九冊領収ノ件 決裁　─

（（月（（日 参寮。 帝室博物館「正倉
院録」 第（号 聖語蔵経巻修理ノ件 立案花押

（（月（0日 参館。
（（月（日 参寮。（（月（日？ 図書寮「図書録」 第（（号 図書借入ニ関スル往復書類：帝国図書館 決裁　─



（ （（ ）

（（月（日 参館。
（（月（日 参省。見次官言事。参寮。涖有成会。
（（月5日 参館。

（（月6日 参寮。一訪関屋次官。而議買正倉
院前地事。再訪而議帝世事。

（（月（日 参館。
（（月（日 参寮。
（（月（日 参館。
（（月（0日 参寮。久保田鼎自京都至。
（（月（（日 秋山光夫率堀口瑞典来見。

（（月（（日
参館。
書翰（（（6賀古鶴所宛「○役所ハ頃
日雑事蝟集イタシ候、就中上野ハ
大更迭ニ相成候」

（（月（（日 参寮。
（（月（（日 参館。
（（月（5日 参寮。（（月（5日？ 図書寮「例規録」 第5号 図書寮詰給仕ノ宿直廃止ノ件 決裁花押
（（月（6日 参館。
（（月（（日 参寮。

（（月（（日 河村菫齎摂政下軍人令旨案而至。
参館。

（（月（0日 参寮。
（（月（（日 参館。
（（月（（日 参寮。
（（月（（日 参館。
（（月（（日 参寮。

（（月（6日

参館。

図書寮「図書録」 第（号 平安通志以下二百一冊並洋書「ライブラリー」以
下百九十一冊内匠寮ヨリ引継ノ件 決裁花押

（（月（6日？
図書寮「図書録」 第（0号 神戸市史本編総説神戸市役所ヨリ寄贈ニ付領収ノ

件 決裁花押

図書寮「図書録」 第（（号 大雲院文書写真大雲院住職佐藤徳善ヨリ寄贈ニ付
領収ノ件 決裁花押

（（月（（日 午後参寮。
（（月（（日 参館。饗僚属。
（（月（（日 参内。謝賜脯。
（（月（（日 五味均平来告西遊。

※（. 検討の対象とした文書は、大正（0年の図書寮「図書録」・同「例規録」・同「公文録」・同「皇統譜録」・同「尚蔵録」・同「実録編修録」・同「重要雑
録」・同「雑件録」・同「物品報告録」の他、同年の帝室博物館「正倉院録」・同「正倉院御物整理工程書」及び大臣官房総務課「正倉院御物拝観録」
に絞った。宮内公文書館には、他に例えば図書寮の人事関係文書として図書寮「進退録」・同「職員録」があるが、小稿では検討対象から外した。
また、大正（0年の簿冊の中に大正（年や同（（年の文書が綴じ込まれている場合や、大正（（年等の簿冊に同（0年の文書が綴じ込まれている場合が散見
されるが、小稿では検討対象には入れていない。

※（.「月日」について、森の決裁文書は決裁日、立案文書は立案日。決裁文書で決裁日の記載がなく立案日等で推測の場合は「？」を付して区別した。

※（.「森林太郎の動静」について、「委蛇録」は『鷗外全集』第（5巻から帝室博物館総長兼図書頭の職務に関する記載を中心に抄出・引用した。森林太
郎の書翰は『鷗外全集』第（6巻から抄出・引用した（書翰の番号は、同書に付されたもの）。

※（「文書番号」及び「案件」について、同日かつ同じ公文書簿冊の場合は、編綴された順に従う原則とした。また、「案件」名の表記は、原則として各
簿冊の本文及び巻頭の目録に拠ったが、若干改めた箇所もある。

※5.「決裁・立案」について、決裁・立案等の文書で森の押印・花押のないものは「─」で示し、「承知」とあるものはその旨を記載した。

※6. 決裁・立案文書でないもの、稟議印のないものは一部の事例以外を除外した。また、別紙などの附属書類は紙幅の都合上、原則として除外したが、
図書寮「図書録」所収の「図書借入ニ関スル往復書類」は個々の文書を時系列にして借入先を記載した。

※（. ＊を付して一部註記等を記入した。



（ （5 ）

図版Ａ　図書寮「皇統譜　皇室籍」（識別番号50003）
1は、図書頭森林太郎が登録した皇太子裕仁親王の成年式と摂政就任。2は、その記録。
いずれも森の自筆。

2

1



（ （6 ）

図版Ｂ　図書寮「皇統譜録」大正6〜10年（識別番号2671）
皇太子裕仁親王の成年式につき皇統譜登録の件決裁文書。森林太郎の花押がある。

図版Ｃ　大臣官房総務課「重要雑録」大正7年（識別番号23278）
「六国史考異巻之一　日本書紀巻第一」原稿見本の冒頭部分。


